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 報告第２号 

 

   専決処分事項の報告について    

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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専 決 処 分 書 

 

 市道路の管理瑕疵に起因する事故による損害賠償の額の決定及び和解につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

 

   平成２９年２月８日 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

市道路の管理瑕疵に起因する事故による損害賠償の額の決定及び    

和解について 

 

１ 事故発生日時 平成２８年１１月１０日（木） 午前８時００分頃 

２ 事故発生場所 かすみがうら市新治地内 市道８－０５１７号線 

３ 相  手  方 （住所）  

         （氏名）  

４ 事故の概要   出勤途中、車両が道路上の陥没に落ち、左前タイヤを破

損した。 

５ 損害賠償額と和解の内容 

  （１）損害賠償額 １５，６５８円 

         （２）市及び相手方は、示談書により、本件示談の他、互

いに一切の債権債務関係がないことを確認する。
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 議案第３号 

 

   かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改    

   正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改    

   正する条例    

 かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年かすみが

うら市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第８条の２中「第６条の４第１項」を「第６条の４第２号」に、「里親」を「養

子縁組里親」に改め、「のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを

希望している者」を削る。 

第８条の３第４項中、「第１項及び前項」を「前３項」に、「あるのは「第１

５条第１項に規定する要介護者（以下「要介護者」という。）のある職員が、規

則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるの

は「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、前

項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めると
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ころにより、当該要介護者を介護」」を「あり、第２項中「３歳に満たない子の

ある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中

「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは、「第１５条第１項に規定する要介護者のある職

員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜

における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）

における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を

講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 議案第４号 

 

   かすみがうら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する    

   条例の制定について    

 

 かすみがうら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年かすみがうら市

条例第３７号）の一部を次のように改める。 

 

 第２条の２を第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児

童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の

規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童

を委託することができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規

定により委託されている当該児童とする。 

 第３条第１号を次のように改める。 

 （１） 育児休業をしている職員が、産前の休業（かすみがうら市職員の勤
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務時間、休暇等に関する条例（平成１７年かすみがうら市条例第３６号。

以下「勤務時間条例」という。）第１４条の規定による特別休暇をいう。）

を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った

後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当すること

となったこと。 

ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

 第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、

第１号の次に次の１号を加える。 

 （２） 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことに

より当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る

子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による

請求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が

確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２

７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 議案第５号 

 

   かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償    

   に関する条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償    

   に関する条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（平成１７年かすみがうら市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中補助機関の部ティームティーチング非常勤講師の項の次に次のよ

うに加える。 

小中学校非常勤講師   2,870 37 2,100 12,500 2,100 

 別表第１備考第１２項中「非常勤講師」の次に「及び小中学校非常勤講師」

を加える。 

 別表第４職名の欄中「及び社会教育指導員」を「、社会教育指導員及び小中

学校非常勤講師」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  
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 議案第６号 

 

   かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例 

 （かすみがうら市税条例の一部改正） 

第１条 かすみがうら市税条例（平成１７年かすみがうら市条例第５４号）の

一部を次のように改正する。 

 第３６条の２第１項ただし書中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定

特定非営利活動法人」に改める。 

 附則第７条の３の２第１項中「平成４１年度」を「平成４３年度」に、「平

成３１年」を「平成３３年」に改める。 

 附則第１６条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表

第８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第

２項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３

月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、

「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に

掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第８２条第２号アの項中「第８２

条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第３項中「規定する」を「掲げる」

に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４
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月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を

「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、

同項の表第８２条第２号アの項中「第８２条第２号ア」を「第２号ア」に改め、

同条第４項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２

８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」

に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左

欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第８２条第２号アの項中「第

８２条第２号ア」を「第２号ア」に改める。 

 （かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年かすみが

うら市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中附則第５条第７項の表第１９条第３号の項中「第９８条第１項」を

「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１項」に改める。 

 （かすみがうら市税条例の一部改正） 

第３条 かすみがうら市税条例（平成１７年かすみがうら市条例第５４号）の

一部を次のように改正する。 

 第１８条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

 第１９条中「）、第５３条の７、第６７条」の次に「、第８１条の６第１項」

を加え、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項」を「第８１条の６第１項

の申告書、第９８条第１項」に改める。 

 第３４条の４中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。 

 第８０条第１項及び第２項を次のように改める。 

  軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取

得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に

種別割によって課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に
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規定する者を含まないものとする。 

 第８０条第３項中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に、「によ

って軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、第１項の

規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改め

る。 

 第８０条の２を削る。 

 第８１条を次のように改める。 

 （軽自動車税のみなす課税） 

第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留

保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項

に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の

軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変

更があったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業

者等」という。）が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその

販売のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。

次項において同じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自動車

について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する車両番号の指

定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買

契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽

自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自

動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上
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の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、

環境性能割を課する。 

 第８１条の次に次の７条を加える。 

 （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第８１条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事

業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

 （環境性能割の課税標準） 

第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために

通常要する価額として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定し

た金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能

割の税率は、当該各号に定める率とする。 

（１） 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受けるもの １００分の１ 

（２） 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受けるもの １００分の２ 

（３） 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

第８１条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければ

ならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる

３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行

規則第３３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に

係る環境性能割額を納付しなければならない。 
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２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法

第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで

に、施行規則第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなければならな

い。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第８１条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告

すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、

その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

第８１条の８ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第９

０条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要

と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項

については、規則で定める。 

 第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車

税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽

自動車等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号ア中 

 「２輪のもの（側車付のものを含む。）  年額    ３，６００円 

３輪のもの              年額    ３，９００円 

４輪以上のもの 

乗用のもの 

営業用             年額    ６，９００円  

自家用             年額   １０，８００円 
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    貨物用のもの           

営業用             年額    ３，８００円 

 自家用             年額    ５，０００円」を 

「(ア) ２輪のもの（側車付のものを含む。）年額    ３，６００円  

(イ) ３輪のも             年額    ３，９００円 

(ウ) ４輪以上のもの 

① 乗用のもの 

        営業用           年額    ６，９００円 

        自家用           年額   １０，８００円 

    ② 貨物用のもの 

        営業用           年額   ３，８００円 

        自家用           年額   ５，０００円」 

に改める。 

 第８３条（見出しを含む。）及び第８５条（見出しを含む。）中「軽自動車

税」を「種別割」に改める。 

 第８７条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽

自動車税」を「種別割」に、「本節」を「この節」に、「第３３号の４様式」

を「第３３号の４の２様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４

様式」を「第３３号の４の２様式」に改め、同条第４項中「第８０条第２項」

を「第８１条第１項」に改める。 

 第８８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「第

８０条第２項」を「第８１条第１項」に改める。 

 第８９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「と

認める」を削り、「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、

「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同条第２項及

び第３項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 
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 第９０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「掲

げる軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税」

を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同項第１号中「のうち市長が

必要と認めるもの」を削り、同条第２項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本

項」を「この項」に改め、同条第３項中「軽自動車税」を「種別割」に、「第

８９条第２項各号」を「前条第２項各号」に改め、同条第４項中「軽自動車税」

を「種別割」に改める。 

 第９１条第２項中「第４４３条第１項」を「第４４５条」に、「第８０条の

２」を「第８１条の２」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第７項

中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

 附則第１５条の次に次の５条を加える。 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２

節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、

行うものとする。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１５条の３ 市長は、当分の間、第８１条の８の規定にかかわらず、県知事

が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定め

る３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１５条の４ 第８１条の６の規定による申告納付については、当分の間、同

条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１５条の５ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を

行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げ

る金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。 
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 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０.５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４（第３号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、同号中「１００分の３」とあるのは、「１

００分の２」とする。 

 附則第１６条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第

１項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の

法第４４４条第３項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」

を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア(イ) ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア(ウ)① 

 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア(ウ)② 

 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

 附則第１６条第２項から第４項までを削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行し、第１条中市税条例第３６条の２第１項

ただし書の改正規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成
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２８年法律第７０号）の施行の日から施行する。 

（１） 第１条中市税条例附則第１６条の改正規定及び附則第２条の規定 平

成２９年４月１日 

（２） 第２条及び第３条の規定並びに附則第３条及び附則第４条の規定 平

成３１年１０月１日 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の市税条例附則第１６条の規定は、平成２

９年度分の軽自動車税について適用する。 

第３条 第３条の規定による改正後の市税条例（附則第４条において「３１年

新条例」という。）第３４条の４の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定

の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始す

る連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年

度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

第４条 ３１年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附

則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自

動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ ３１年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分まで

の軽自動車税については、なお従前の例による。  

16



 

 議案第７号 

 

   かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特    

   例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関

する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特    

   例措置に関する条例の一部を改正する条例    

 かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関

する条例（平成２５年かすみがうら市条例第３２号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条第１号中「第４条第１項」を「第１６条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

  

17



 

 議案第８号 

 

   かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固    

定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定に    

ついて    

 

 かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の

特例措置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固    

定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の

特例措置に関する条例（平成２１年かすみがうら市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 附則第２条中「平成３１年３月３１日」を「平成３２年３月３１日」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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 議案第９号 

 

   かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について   

 

 かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例    

 かすみがうら市介護保険条例（平成１８年かすみがうら市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項第６号中「合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）」の

次に「（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控

除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）」を加える。 

 附則第３条の次に次の１項を加える 

 （平成２９年度における保険料率の特例） 

第４条 平成２９年度における保険料率は、第４条第１項に規定にかかわらず、

次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第２０条第１項第１号に掲げる者 ３２，４００円 

（２） 令附則第２０条第１項第２号に掲げる者 ４８，６００円 
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（３） 令附則第２０条第１項第３号に掲げる者 ４８，６００円 

（４） 令附則第２０条第１項第４号に掲げる者 ５８，３００円 

（５） 令附則第２０条第１項第５号に掲げる者 ６４，８００円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ７７，７００円 

  イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とする。以下この項において同じ。）が１２０万円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号ロ、第８号

ロ、第９号ロ又は第１０号ロに該当する者を除く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ８４，２００円 

  イ 合計所得金額が１９０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号ロ、第９号

ロ又は第１０号ロに該当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９７，２００円 

  イ 合計所得金額が２９０万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 
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  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号ロ又は第１

０号ロに該当する者を除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １１０，１００円 

  イ 合計所得金額が５００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号ロに該当す

る者を除く。） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １１６，６００円 

  イ 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの令附則第

２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

（１１） 前各号のいずれにも該当しない者 １３６，０００円 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第１

号に該当する者の平成２９年度おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、

２９，１６０円とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第４条の規

定は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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第２条 この条例による改正後のかすみがうら市介護保険条例第４条の規定は、

平成３０年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成２９年度分まで

の保険料については、なお従前の例による。 
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 議案第１０号 

 

   かすみがうら市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定に    

ついて 

 

 かすみがうら市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市企業立地促進条例（平成２１年かすみがうら市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第４号中「、家屋」を削る。 

 第２条第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を

加える。 

（６） 敷地整備・インフラ整備額 企業の立地に必要な土地の整備及び構築

物の整備に要する経費の総額で規則で定める額をいう。 

 第３条第１項に次の１号を加える。 

（３） 敷地整備・インフラ整備助成金 

 第３条に次の１項を加える。 

４ 敷地整備・インフラ整備助成金は、指定事業者による企業の立地に伴う整

備に対し交付する。 
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 第４条に次の１号を加える。 

（３） 敷地整備・インフラ整備助成金 敷地整備・インフラ整備事業費に１

００分の２５を乗じて得た額とし、１億円を限度とする。ただし、本社機

能移転の場合は敷地整備・インフラ整備事業費に１００分の５０を乗じて

得た額とし、２億円を限度とする。 

 第５条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる」を「第１号又は第２号の

いずれかに該当し、かつ、第３号から第７号までのすべての」に改め、同条第

１号を次のように改める。 

（１） 新たに用地を取得し、又は用地を借り受けて事務所等を新設し、増設

し、又は借り受けること。 

 第５条第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号中「１０人（中小

企業者にあっては、５人）」を「５人（中小企業者にあっては、３人）」に改め、

同号を第５号とする。 

 第５条第３号を次のように改め、第４号とする。 

（４） 第１号に規定する者にあっては用地の取得又は借受けにかかる契約を

締結した日から、第２号に規定する者にあっては当該増設にかかる工事等

の契約を締結した日、又は増設にかかる敷地整備・インフラ整備工事の契

約を締結した日から規則で定める期間内に操業を開始すること。 

 第５条第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 企業が所有する土地に事務所等を増設すること。 

 附則第２項中「平成３１年３月３１日」を「平成３２年３月３１日」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

  

24



議案第１１号 

 

   平成２８年度かすみがうら市一般会計補正予算（第６号） 

 

 平成２８年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７２，４６６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１７，３０６，６１６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

平成２９年３月２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透 
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

12  分 担 金 及 び 負 担 金       271,695        47,093△       224,602

 1  負 担 金       271,695        47,093△       224,602

14  国 庫 支 出 金     2,460,821        52,080△     2,408,741

 1  国 庫 負 担 金     1,559,833         7,301     1,567,134

 2  国 庫 補 助 金       890,670        59,381△       831,289

15  県 支 出 金     1,146,772        10,625△     1,136,147

 1  県 負 担 金       577,912        15,724       593,636

 2  県 補 助 金       356,363        16,057△       340,306

 4  県 交 付 金       113,513        10,292△       103,221

16  財 産 収 入        12,941         5,091        18,032

 1  財 産 運 用 収 入        12,939         3,484        16,423

 2  財 産 売 払 収 入             2         1,607         1,609

18  繰 入 金       671,722        13,219△       658,503

 1  基 金 繰 入 金       513,559        13,219△       500,340

19  繰 越 金       394,023        60,868       454,891

 1  繰 越 金       394,023        60,868       454,891

20  諸 収 入       181,215         1,208△       180,007

 5  雑 入       142,514         1,208△       141,306

21  市 債     2,150,400       114,200△     2,036,200

 1  市 債     2,150,400       114,200△     2,036,200

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計              17,479,082       172,466△    17,306,616
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  議 会 費       143,076           149△       142,927

 1  議 会 費       143,076           149△       142,927

 2  総 務 費     1,888,071       299,331     2,187,402

 1  総 務 管 理 費     1,523,804       303,601     1,827,405

 2  徴 税 費       230,171           500△       229,671

 3  戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費        98,410         3,770△        94,640

 3  民 生 費     6,079,710        67,367△     6,012,343

 1  社 会 福 祉 費     3,121,994        18,544△     3,103,450

 2  児 童 福 祉 費     2,310,012        41,303△     2,268,709

 3  生 活 保 護 費       647,704         7,520△       640,184

 4  衛 生 費     1,005,224        39,551△       965,673

 1  保 健 衛 生 費     1,005,224        39,551△       965,673

 6  農 林 水 産 業 費       696,575        49,540△       647,035

 1  農 業 費       678,207        47,587△       630,620

 2  林 業 費        14,606         1,715△        12,891

 3  水 産 業 費         3,762           238△         3,524

 7  商 工 費       258,667         5,582△       253,085

 1  商 工 費       258,667         5,582△       253,085

 8  土 木 費     2,281,486       188,195△     2,093,291

 1  土 木 管 理 費        93,999         4,300△        89,699

 2  道 路 橋 梁 費       537,265       118,522△       418,743

 4  都 市 計 画 費     1,647,383        65,373△     1,582,010
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款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 9  消 防 費       851,496        10,382△       841,114

 1  消 防 費       851,496        10,382△       841,114

10  教 育 費     2,175,996       111,031△     2,064,965

 1  教 育 総 務 費       246,548         7,633△       238,915

 2  小 学 校 費     1,058,736        99,918△       958,818

 3  中 学 校 費       445,258         3,080△       442,178

 4  社 会 教 育 費       305,134           400△       304,734

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計              17,479,082       172,466△    17,306,616
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（単位　千円）

平成２７年度 ２８７，７９５ 平成２７年度 ２８７，７９５

平成２８年度 ４３１，６９３ 平成２８年度 ３４１，５３３

第　２　表　　継　続　費　補　正

　下稲吉小学校施設整備事業（政策） ７１９，４８８２ 小学校費

項

１０ 教育費

年     度総     額

６２９，３２８

年  割  額 年     度 年  割  額
事　業　名

修　　正　　前 修　　正　　後

総     額
款
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１　追　加 （単位　千円）

款 項 金　　　　額

　２　総務費 ３　戸籍住民基本台帳費 ３，３２５

　３　民生費 １　社会福祉費 ２２，５００

　８　土木費 ２　道路橋梁費 ２４，５１６

２０，７４８

１９，６７６

４ 都市計画費 ２３０，６４３

１０　教育費 ２ 小学校費 ２０２，１８２

３ 中学校費 ２１３，９６５

７３７，５５５

道整備交付金事業（政策）

美並小学校施設統合環境整備事業（政策）

霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策）

合　　計

街路整備事業（政策）

市道整備事業（政策）

第　３　表　　　繰　越　明　許　費　補　正

事　　業　　名

社会福祉施設整備事業（政策）

道路維持管理事業（政策）

住民基本台帳事業

3
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　１　変　更 （単位　千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 利率 償還の方法

市道整備事業 ３１，８００ １７，５００

道整備交付金事業 ８３，８００ ５０，３００

神立停車場線整備事業 ２６２，３００ ２４３，０００

消防自動車整備事業 １４，８００ １９，７００

霞ヶ浦地区防災無線整備事業 ２，５００ １，５００

小学校屋内運動場耐震補強促進事業 １７，９００ ０

下稲吉小学校施設整備事業 ３９２，３００ ３６２，６００

霞ヶ浦南小学校給食室整備事業 １６４，０００ １６２，３００

霞ヶ浦中学校給食室整備事業 １７０，１００ １７９，７００

霞ヶ浦中学校太陽光発電整備事業 ２２，８００ １１，５００

第　４　表　　　地　方　債　補　正

補正後

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、銀行そ
の他の場合
にはその債
権者と協定
するものに
よる。ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、又は繰
上償還もし
くは低利に
借り換えす
ることがで
きる。

普通貸借又
は証券発行

　３．０％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び地方公共
団体機構資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、銀行そ
の他の場合
にはその債
権者と協定
するものに
よる。ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、又は繰
上償還もし
くは低利に
借り換えす
ることがで
きる。

　３．０％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び地方公共
団体機構資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

起債の目的
補正前

起債の方法

普通貸借又
は証券発行
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  市 税         5,376,240                 0         5,376,240

 2  地 方 譲 与 税           236,000                 0           236,000

 3  利 子 割 交 付 金             6,857                 0             6,857

 4  配 当 割 交 付 金            38,861                 0            38,861

 5  株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金            27,984                 0            27,984

 6  地 方 消 費 税 交 付 金           688,258                 0           688,258

 7  ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金           110,000                 0           110,000

 8  自 動 車 取 得 税 交 付 金            30,000                 0            30,000

 9  地 方 特 例 交 付 金            15,000                 0            15,000

10  地 方 交 付 税         3,600,000                 0         3,600,000

11  交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             8,000                 0             8,000

12  分 担 金 及 び 負 担 金           271,695            47,093    △           224,602

13  使 用 料 及 び 手 数 料            52,292                 0            52,292

14  国 庫 支 出 金         2,460,821            52,080    △         2,408,741

15  県 支 出 金         1,146,772            10,625    △         1,136,147

16  財 産 収 入            12,941             5,091            18,032

17  寄 附 金                 1                 0                 1

18  繰 入 金           671,722            13,219    △           658,503

19  繰 越 金           394,023            60,868           454,891

20  諸 収 入           181,215             1,208    △           180,007

21  市 債         2,150,400           114,200    △         2,036,200

歳          入          合          計        17,479,082           172,466    △        17,306,616

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  議 会 費     143,076         149△     142,927         149△

 2  総 務 費   1,888,071     299,331   2,187,402       5,091     294,240

 3  民 生 費   6,079,710      67,367△   6,012,343       6,351      47,093△      26,625△

 4  衛 生 費   1,005,224      39,551△     965,673         382△       3,445△      35,724△

 5  労 働 費      23,599           0      23,599

 6  農 林 水 産 業 費     696,575      49,540△     647,035       5,089△       1,208△      43,243△

 7  商 工 費     258,667       5,582△     253,085       5,582△

 8  土 木 費   2,281,486     188,195△   2,093,291      88,689△      67,100△      32,406△

 9  消 防 費     851,496      10,382△     841,114       3,240△       3,900      11,042△

10  教 育 費   2,175,996     111,031△   2,064,965      28,344      51,000△       9,774△      78,601△

11  災 害 復 旧 費           2           0           2

12  公 債 費   2,045,180           0   2,045,180

13  予 備 費      30,000           0      30,000

歳     出     合     計  17,479,082     172,466△  17,306,616      62,705△     114,200△      56,429△      60,868

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 12 分担金及び負担金 （項） 1 負担金

1 民 生 費 負 担 金 △47,093 271,695 224,602 2 児童福祉費負担金 △47,093  市立保育所保育料 △26,007 

 私立保育園保育料 △19,111 

 管外保育所保育料 △880 

 保育所運営費負担金 △1,095 

△47,093 271,695 224,602 計 

（款） 14 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金 7,301 1,559,833 1,567,134 2 児童福祉費負担金 8,269  保育所運営費負担金 26,861 

 児童手当交付金 △30,342 

 施設型給付費負担金 16,585 

 地域型保育給付費負担金 △4,835 

3 児 童 扶 養 手 当

給 付 費 負 担 金

△1,413  児童扶養手当給付費負担金

4 生活保護費負担金 △675  生活困窮者自立支援負担金

5 国 民 健 康 保 険

事 業 費 負 担 金

1,120  保険基盤安定負担金

7,301 1,559,833 1,567,134 計 

（款） 14 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金 △3,240 32,666 29,426 1 総 務 費 補 助 金 △3,240  防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金

2 民生費国庫補助金 △1,250 266,136 264,886 2 児童福祉費補助金 750  保育対策総合支援事業費補助金

3 生活保護費補助金 △2,000  生活保護適正化推進事業補助金

3 衛生費国庫補助金 4,787 9,704 14,491 1 保健衛生費補助金 4,787  循環型社会形成推進交付金

4 農林水産費国庫補助

金

△216 3,336 3,120 1 農 業 費 補 助 金 △216  機構集積支援事業補助金

6 教育費国庫補助金 28,344 121,324 149,668 1 小学校費補助金 14,869  学校施設環境改善交付金 10,795 

 へき地児童生徒援助費等補助金 4,074 

2 中学校費補助金 13,558  学校施設環境改善交付金 7,627 

 へき地児童生徒援助費等補助金 5,931 

3 幼稚園費補助金 △83  幼稚園就園奨励費補助金

3
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 14 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金

7 社会資本整備総合交

付 金

△50,534 349,519 298,985 1 社会資本整備総合

交 付 金

△50,534  社会資本整備総合交付金 △26,957 

 防災安全社会資本整備交付金 △23,577 

8 地域再生基盤強化交

付 金

△37,272 93,178 55,906 1 地域再生基盤強化

交 付 金

△37,272  道整備交付金

△59,381 890,670 831,289 計 

（款） 15 県支出金 （項） 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金 15,724 577,912 593,636 2 児童福祉費負担金 13,286  保育所運営費負担金 13,431 

 児童手当交付金 △6,020 

 施設型給付費負担金 8,293 

 地域型保育給付費負担金 △2,418 

4 国 民 健 康 保 険

事 業 費 負 担 金

2,438  保険基盤安定負担金

15,724 577,912 593,636 計 

（款） 15 県支出金 （項） 2 県補助金

2 民 生 費 県 補 助 金 △15,424 209,493 194,069 3 医療福祉費補助金 △6,096  医療費補助金

4 児童福祉費補助金 △9,328  すこやか保育応援事業補助金 2,490 

 施設型給付費補助金 △11,818 

3 衛 生 費 県 補 助 金 △5,169 28,786 23,617 1 保健衛生費補助金 △5,169  浄化槽設置整備事業費補助金

4 農 林 水 産 業 費

県 補 助 金

5,419 43,393 48,812 1 農 業 費 補 助 金 7,134  機構集積協力金交付事業費補助金 7,300 

 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 △166 

2 林 業 費 補 助 金 △1,715  身近なみどり整備推進事業費補助金

6 土 木 費 県 補 助 金 △883 33,151 32,268 1 土 木 費 補 助 金 △883  都市計画基礎調査交付金 △815 

 茨城県宅地耐震化推進事業補助金 △68 

△16,057 356,363 340,306 計 

（款） 15 県支出金 （項） 4 県交付金

3 農 林 水 産 業 費

県 交 付 金

△10,292 107,644 97,352 1 農 業 費 交 付 金 △10,292  多面的機能支払事業費 △9,086 

 多面的事業推進事業費 △1,059 

 環境保全型農業直接支払交付金 △147 
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 15 県支出金 （項） 4 県交付金

△10,292 113,513 103,221 計 

（款） 16 財産収入 （項） 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入 1,560 7,550 9,110 1 土地建物貸付収入 1,560  土地・建物貸付収入

2 利 子 及 び 配 当 金 1,924 5,389 7,313 1 基 金 利 子 1,924  財政調整基金利子 848 

 減債基金利子 610 

 地域振興基金利子 466 

3,484 12,939 16,423 計 

（款） 16 財産収入 （項） 2 財産売払収入

1 財 産 売 払 収 入 1,607 1 1,608 1 不動産売払収入 1,607  不動産売払収入

1,607 2 1,609 計 

（款） 18 繰入金 （項） 1 基金繰入金

2 霞ヶ浦水質浄化対策

基 金 繰 入 金

△3,445 7,488 4,043 1 霞ヶ浦水質浄化

対策基金繰入金

△3,445  浄化槽設置整備事業

5 地域振興基金繰入金 △8,049 140,041 131,992 1 地域振興基金繰入

金

△8,049  中学校管理運営事業 △3,974 

 小学校管理運営事業 △4,075 

6 公共施設等整備基金

繰 入 金

△1,725 37,684 35,959 1 公共施設等整備基

金 繰 入 金

△1,725  下稲吉小学校施設整備事業

△13,219 513,559 500,340 計 

（款） 19 繰越金 （項） 1 繰越金

1 繰 越 金 60,868 394,023 454,891 1 繰 越 金 60,868  前年度繰越金

60,868 394,023 454,891 計 

（款） 20 諸収入 （項） 5 雑入

7 雑 入 △1,208 101,812 100,604 1 雑 入 △1,208  茨城県農林振興公社委託金

△1,208 142,514 141,306 計 
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 21 市債 （項） 1 市債

1 土 木 債 △67,100 668,500 601,400 1 道路整備事業債 △47,800  地方道路等整備事業債

2 都市計画事業債 △19,300  神立停車場線整備事業

2 消 防 債 3,900 17,300 21,200 1 防災無線整備事業

債

△1,000  防災無線整備事業債

2 消防自動車整備事

業 債

4,900  消防自動車整備事業債

3 教 育 債 △51,000 767,100 716,100 1 下稲吉小学校施設

整 備 事 業 債

△29,700  下稲吉小学校施設整備事業債

2 小学校施設統合環

境 整 備 事 業 債

△1,700  美並小学校施設統合環境整備事業債

3 小学校施設耐震促

進 事 業 債

△17,900  小学校屋内運動場耐震補強促進事業債

4 中学校施設統合環

境 整 備 事 業 債

△1,700  霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債

△114,200 2,150,400 2,036,200 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 議会費 （項） 1 議会費

1 議 会 費 △149 143,076 142,927    △149 12 △5 役務費
14 △144 使用料

及 び
賃借料

06 市議会研修活動事業（政策） △149 
12   保険料 △5 
14   車借上料 △144 

△149 143,076 142,927 計      △149 

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費
1 一般管理
費

2,582 1,024,808 1,027,390    2,582 2 △1,880 給 料
3 8,182 職 員
手当等

4 △400 共済費
7 △2,670 賃 金
19 △650 負担金

、補助
及 び
交付金

01 職員等人件費 6,102 
 2   一般職給料 △1,880 
 3   扶養手当 △700 
 3   勤勉手当 △280 
 3   退職手当特別負担金 9,162 
 4   特別職共済組合追加費用等 △200 

13 人事管理事業 △650 
19   茨城県職員派遣負担金 △650 

14 人事管理事業（政策） △2,870 
 4   雇用保険料 △200 
 7   臨時職員賃金 △2,670 

6 財産管理
費

303,278 161,508 464,786   5,091 298,187 12 △1,100 役務費
13 △992 委託料
25 305,370 積立金

03 千代田庁舎等財産管理事業 △2,092 
12   電話料 △600 
12   保険料 △500 
13   電話交換業務委託 △452 
13   未利用財産測量業務委託 △540 

07 基金運用事業 305,370 
25   財政調整基金積立金 849 
25   減債基金積立金 100,611 
25   地域づくり基金積立金 7,180 
25   地域振興基金積立金 467 
25   公共施設等整備基金積立金 196,263 

8 交通安全
対 策 費

△961 47,630 46,669    △961 15 △961 工 事
請負費

03 交通安全対策事業（政策） △961 
15   交通安全施設工事 △961 

11 情報管理
費

△1,298 146,381 145,083    △1,298 13 △1,298 委託料 04 基幹系電算システム管理事業 △1,298 
13   システム改修業務委託 △1,298 

303,601 1,523,804 1,827,405 計     5,091 298,510 

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費
3 徴 収 費 △500 22,794 22,294    △500 7 △500 賃 金 03 収入未済額縮減対策事業（政策

 ） △500 
 7   臨時職員賃金 △500 

△500 230,171 229,671 計      △500 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民
基本台帳
費

△3,770 97,899 94,129    △3,770 2 △2,300 給 料
3 △670 職 員
手当等

4 △800 共済費

01 職員等人件費 △3,770 
 2   一般職給料 △2,300 
 3   期末手当 △670 
 4   共済組合負担金 △500 
 4   共済組合追加費用等 △300 

△3,770 98,410 94,640 計      △3,770 

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費
1 社会福祉
総 務 費

3,877 897,479 901,356 3,558   319 28 3,877 繰出金 13 国民健康保険特別会計繰出事業 3,877 
28   国民健康保険特別会計繰出
   金 3,877 

2 老人福祉
費

△6,109 110,230 104,121    △6,109 13 △1,000 委託料
20 △5,109 扶助費

02 老人ホーム入所措置事務事業 △4,320 
20   老人保護措置費 △4,320 

06 ひとり暮らし高齢者対策事業（
 政策） △1,000 

13   緊急通報業務委託 △1,000 
09 長寿をたたえる事業 △789 

20   敬老祝金支給費 △789 
5 医療福祉
費

△15,000 324,181 309,181 △6,096   △8,904 20 △15,000 扶助費 02 医療福祉事業 △15,000 
20   医療費（県補助） △15,000 

7 介護保険
費

△1,312 515,601 514,289    △1,312 28 △1,312 繰出金 04 介護保険特別会計繰出事業 △1,312 
28   介護保険特別会計繰出金 △1,312 

△18,544 3,121,994 3,103,450 計   △2,538   △16,006 

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費
2 児童措置
費

△45,232 865,531 820,299 △37,775   △7,457 12 △279 役務費
20 △44,953 扶助費

02 児童扶養手当事業 △2,573 
20   児童扶養手当 △2,573 

05 児童手当事業 △42,659 
12   通信運搬費 △279 
20   児童手当 △42,380 

3 保育所費 △37,741 511,860 474,119   △27,102 △10,639 2 △14,200 給 料
3 △4,000 職 員
手当等

4 △10,578 共済費
7 △8,963 賃 金

01 職員等人件費 △25,400 
 2   一般職給料 △14,200 
 3   期末手当 △3,000 
 3   勤勉手当 △1,000 
 4   共済組合負担金 △5,000 
 4   共済組合追加費用等 △2,200 

03 第一保育所管理運営事業 △1,144 
 4   社会保険料 △617 
 7   臨時職員賃金 △527 

05 やまゆり保育所管理運営事業 △4,432 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

 4   社会保険料 △809 
 7   臨時職員賃金 △3,623 

07 さくら保育所管理運営事業 △4,789 
 4   社会保険料 △1,289 
 7   臨時職員賃金 △3,500 

09 わかぐり保育所管理運営事業 △1,976 
 4   社会保険料 △663 
 7   臨時職員賃金 △1,313 

4 児童福祉
施 設 費

36,989 760,039 797,028 46,849  △19,991 10,131 13 27,860 委託料
19 1,000 負担金

、補助
及 び
交付金

20 8,129 扶助費

02 広域委託事業 △7,680 
13   広域入所委託 △7,680 

03 私立保育所事業 35,540 
13   私立保育園入所委託 35,540 

04 私立保育所事業（政策） 1,000 
19   保育対策総合支援事業費補
   助金 1,000 

05 認定こども園事業 15,491 
20   市内私立認定こども園給付
   費 33,371 
20   市外私立認定こども園給付
   費 △17,880 

06 家庭的保育等事業 △7,362 
20   市内地域型保育給付費 △6,374 
20   市外地域型保育給付費 △988 

5 児童館費 △300 67,388 67,088    △300 4 △300 共済費 01 職員等人件費 △300 
 4   共済組合追加費用等 △300 

7 少子化対
策事業費

4,981 2,238 7,219 2,490   2,491 19 4,981 負担金
、補助
及 び
交付金

02 子育て支援事業（政策） 4,981 
19   すこやか保育応援事業補助
   金 4,981 

△41,303 2,310,012 2,268,709 計   11,564  △47,093 △5,774 

（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費
1 生活保護
総 務 費

△7,520 113,085 105,565 △2,675   △4,845 2 △1,600 給 料
3 △540 職 員
手当等

4 △480 共済費
13 △4,000 委託料

01 職員等人件費 △2,620 
 2   一般職給料 △1,600 
 3   期末手当 △400 
 3   勤勉手当 △140 
 4   共済組合負担金 △300 
 4   共済組合追加費用等 △180 

02 生活保護総務事業 △4,900 

4
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費

19 △900 負担金
、補助
及 び
交付金

13   生活困窮者学習相談支援業
   務委託 △4,000 
19   住宅支援給付事業給付金 △900 

△7,520 647,704 640,184 計   △2,675   △4,845 

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費
1 保健衛生
総 務 費

△6,839 361,968 355,129 △382  △3,445 △3,012 3 △300 職 員
手当等

19 △6,539 負担金
、補助
及 び
交付金

01 職員等人件費 △300 
 3   勤勉手当 △300 

11 浄化槽設置整備事業（政策） △6,539 
19   浄化槽等設置事業費補助金 △6,539 

4 予 防 費 △19,490 129,312 109,822    △19,490 13 △19,490 委託料 02 法定予防接種事業 △10,224 
13   予防接種委託 △10,224 

04 任意予防接種事業（政策） △9,266 
13   予防接種委託 △9,266 

6 環境保全
対 策 費

△13,222 420,885 407,663    △13,222 1 △150 報 酬
13 △13,072 委託料

05 公害防止対策事業（政策） △996 
13   河川水質等調査業務委託 △551 
13   臭気測定調査委託 △445 

09 一般廃棄物処理事業（政策） △12,076 
13   家庭系一般廃棄物収集業務
   委託 △12,076 

12 環境保全推進事業 △150 
 1   環境審議会委員報酬 △150 

△39,551 1,005,224 965,673 計   △382  △3,445 △35,724 

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費
2 農業総務
費

△39,236 382,158 342,922    △39,236 2 △1,900 給 料
3 △200 職 員
手当等

4 △390 共済費
28 △36,746 繰出金

01 職員等人件費 △2,490 
 2   一般職給料 △1,900 
 3   期末手当 △200 
 4   共済組合追加費用等 △390 

04 農業集落排水事業特別会計繰出
 事業 △36,746 

28   農業集落排水事業特別会計
   繰出金 △36,746 

3 農業振興
費

5,038 32,865 37,903 6,987  △1,208 △741 4 △260 共済費
7 △947 賃 金

06 園芸振興事業（政策） △529 
19   食の安全・安心対策事業補
   助金 △245 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

19 6,245 負担金
、補助
及 び
交付金

19   園芸産地総合整備事業補助
   金 △284 

10 農業振興事業（政策） △527 
19   農業経営基盤強化資金利子
   助成補助金 △331 
19   環境保全型農業直接支援対
   策事業交付金 △196 

13 農地中間管理事業（政策） 6,094 
 4   社会保険料 △256 
 4   雇用保険料 △4 
 7   臨時職員賃金 △947 
19   機構集積協力金 7,301 

7 農地利用
対 策 費

△216 4,751 4,535 △216    13 △216 委託料 02 農用地利用集積特別対策事業 △216 
13   農地台帳システム整備事業
   委託 △216 

8 農 地 費 △13,173 169,069 155,896 △10,145   △3,028 13 △1,059 委託料
19 △12,114 負担金

、補助
及 び
交付金

08 農地維持・資源向上対策事業 △13,173 
13   現地確認業務委託 △1,059 
19   農地維持・資源向上対策交
   付金 △12,114 

△47,587 678,207 630,620 計   △3,374  △1,208 △43,005 

（款） 6 農林水産業費 （項） 2 林業費
1 林業振興
費

△1,715 14,606 12,891 △1,715    13 △1,715 委託料 02 林業振興事業 △1,715 
13   身近なみどり整備推進事業
   委託 △1,715 

△1,715 14,606 12,891 計   △1,715    

（款） 6 農林水産業費 （項） 3 水産業費
1 水 産 業
振 興 費

△238 3,762 3,524    △238 19 △238 負担金
、補助
及 び
交付金

03 水産振興事業（政策） △238 
19   わかさぎ孵化放流事業補助
   金 △238 

△238 3,762 3,524 計      △238 

（款） 7 商工費 （項） 1 商工費
3 観 光 費 △300 70,592 70,292    △300 18 △300 備 品

購入費
13 観光サイクリング事業（政策） △300 

18   観光サイクリング用備品 △300 
4 歩崎公園
管 理 費

△5,282 62,979 57,697    △5,282 7 △329 賃 金
13 △1,000 委託料

04 歩崎公園管理運営事業（政策） △3,953 
15   歩崎公園駐車場舗装工事 △3,953 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 7 商工費 （項） 1 商工費

15 △3,953 工 事
請負費

10 富士見塚古墳公園管理運営事業 △1,000 
13   公園管理委託 △1,000 

11 歩崎公園ビジターセンター管理
 運営事業 △329 

 7   臨時職員賃金 △329 
△5,582 258,667 253,085 計      △5,582 

（款） 8 土木費 （項） 1 土木管理費
1 土木総務
費

△4,300 93,999 89,699    △4,300 2 △2,100 給 料
3 △1,600 職 員
手当等

4 △600 共済費

01 職員等人件費 △4,300 
 2   一般職給料 △2,100 
 3   扶養手当 △200 
 3   期末手当 △900 
 3   勤勉手当 △500 
 4   共済組合負担金 △200 
 4   共済組合追加費用等 △400 

△4,300 93,999 89,699 計      △4,300 

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋梁費
1 道路橋梁
維 持 費

△9,890 152,838 142,948 △3,905   △5,985 13 △9,890 委託料 02 道路維持管理事業 △2,510 
13   道路台帳補正委託 △2,510 

03 道路維持管理事業（政策） △7,380 
13   橋梁長寿命化補修設計委託 △6,600 
13   橋梁法令定期点検委託 △780 

2 道路橋梁
新設改良
費

△46,632 196,764 150,132 △19,536 △14,300  △12,796 13 △9,678 委託料
15 △36,154 工 事

請負費
22 △800 補償、

補 填
及 び
賠償金

05 市道整備事業（政策） △46,632 
13   道路改良等設計委託 △900 
13   測量基準点復元委託 △1,200 
13   補償料調査業務委託 △2,078 
13   路線及び用地測量業務委託 △5,500 
15   道路改良工事 △20,000 
15   道路舗装新設工事 △1,454 
15   道路舗装補修工事 △9,300 
15   道路排水整備工事 △5,400 
22   電柱等移設補償 △800 

3 地域再生
基盤整備
事 業 費

△62,000 187,663 125,663 △37,272 △33,500  8,772 15 △62,000 工 事
請負費

02 道整備交付金事業（政策） △62,000 
15   道路改良工事 △62,000 

△118,522 537,265 418,743 計   △60,713 △47,800  △10,009 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

1 都市計画
総 務 費

△65,073 1,073,157 1,008,084 △1,019   △64,054 13 △2,158 委託料
28 △62,915 繰出金

03 都市計画調整事業 △1,750 
13   都市計画基礎調査業務委託 △1,750 

04 都市計画調整事業（政策） △408 
13   大規模盛土造成地の変動予
   測調査業務委託 △408 

07 下水道事業特別会計繰出事業 △62,915 
28   下水道事業特別会計繰出金 △62,915 

2 公 園 費 △300 15,484 15,184    △300 13 △300 委託料 02 都市公園維持管理事業 △300 
13   公園等管理委託 △300 

3 街路事業
費

0 558,742 558,742 △26,957 △19,300  46,257 03 街路整備事業（政策）
 （財源振替）  

△65,373 1,647,383 1,582,010 計   △27,976 △19,300  △18,097 

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費
1 常備消防
費

△2,100 694,833 692,733    △2,100 4 △100 共済費
11 △2,000 需用費

01 職員等人件費 △100 
 4   共済組合追加費用等 △100 

03 常備消防事業 △2,000 
11   光熱水費 △2,000 

2 非 常 備
消 防 費

△1,353 67,151 65,798    △1,353 1 △1,353 報 酬 02 消防団運営事業 △1,353 
 1   団員報酬 △1,353 

3 消防施設
整 備 費

△1,641 53,696 52,055  4,900  △6,541 18 △1,641 備 品
購入費

02 消防車両整備事業（政策） △1,641 
18   高規格救急自動車 △887 
18   消防署指令車 △754 

4 災害対策
費

△5,288 35,816 30,528 △3,240 △1,000  △1,048 13 △5,288 委託料 06 災害対策事業（政策） △968 
13   土砂災害ハザードマップ作
   成業務委託 △968 

08 防災無線整備事業（政策） △4,320 
13   防災行政無線霞ヶ浦地区実
   施設計委託 △4,320 

△10,382 851,496 841,114 計   △3,240 3,900  △11,042 

（款） 10 教育費 （項） 1 教育総務費
2 事務局費 △3,670 108,536 104,866    △3,670 2 △2,000 給 料

3 △700 職 員
手当等

4 △970 共済費

01 職員等人件費 △3,670 
 2   一般職給料 △2,000 
 3   期末手当 △700 
 4   共済組合追加費用等 △300 
 4   特別職共済組合負担金 △500 
 4   特別職共済組合追加費用等 △170 

4
4



補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 10 教育費 （項） 1 教育総務費

3 教育振興
対 策 費

△3,293 118,465 115,172 △83   △3,210 19 △2,429 負担金
、補助
及 び
交付金

20 △864 扶助費

25 幼稚園教育振興事業 △864 
20   市外私立幼稚園給付費 △864 

26 幼稚園教育振興事業（政策） △2,429 
19   私立幼稚園就園奨励費補助
   金 △1,889 
19   私立幼稚園保護者助成金 △540 

4 教 職 員
住 宅 費

△670 16,900 16,230    △670 13 △670 委託料 02 教職員住宅維持管理事業 △670 
13   施設解体工事設計業務委託 △670 

△7,633 246,548 238,915 計   △83   △7,550 

（款） 10 教育費 （項） 2 小学校費
1 小学校管
理 費

0 355,318 355,318 4,074  △4,075 1 05 小学校管理運営事業（政策）
 （財源振替）  

2 小学校教
育振興費

△2,400 49,258 46,858    △2,400 20 △2,400 扶助費 08 小学校就学支援事業 △2,400 
20   就学援助費 △2,000 
20   特別支援教育就学奨励費 △400 

3 小学校整
備 費

△97,518 654,160 556,642 10,795 △49,300 △1,725 △57,288 13 △11,279 委託料
15 △85,570 工 事

請負費
18 △669 備 品

購入費

05 小学校施設耐震促進事業（政策
 ） △6,690 

13   小学校施設耐震補強及び耐
   震対策設計業務委託 △6,690 

07 下稲吉小学校施設整備事業（政
 策） △90,828 

13   下稲吉小学校施設整備工事
   監理業務委託 △4,589 
15   下稲吉小学校施設整備工事 △85,570 
18   下稲吉小学校備品 △669 

09 美並小学校施設統合環境整備事
 業（政策）
 （財源振替）  

△99,918 1,058,736 958,818 計   14,869 △49,300 △5,800 △59,687 

（款） 10 教育費 （項） 3 中学校費
1 中学校管
理 費

0 178,285 178,285 5,931  △3,974 △1,957 03 中学校管理運営事業（政策）
 （財源振替）  

2 中学校教
育振興費

△3,080 29,757 26,677    △3,080 20 △3,080 扶助費 09 中学校就学支援事業 △3,080 
20   就学援助費 △2,600 
20   特別支援教育就学奨励費 △480 

3 中学校整
備 費

0 237,216 237,216 7,627 △1,700  △5,927 07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備
 事業（政策）
 （財源振替）  
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 10 教育費 （項） 3 中学校費

△3,080 445,258 442,178 計   13,558 △1,700 △3,974 △10,964 

（款） 10 教育費 （項） 4 社会教育費
2 公民館費 △400 74,233 73,833    △400 4 △400 共済費 01 職員等人件費 △400 

 4   共済組合負担金 △400 
△400 305,134 304,734 計      △400 
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(3.15)

(3.15)23,004

98,493

16,390

23,446

52,620 16,390

96,990

△ 1,503

4,342

給　与　費　明　細　表

23,446

給　　　　　　与　　　　　　費

報　　酬 給　　料
その他
の手当

計

その他の特別職

計

区　　　　分

補　正　後

補　正　前

比   　　較

23,004

△ 1,503

52,620

149,610 23,004

長　　　　　等

１　特　別　職

2,628,408

△ 34,970

共　済　費

462,304

472,874

△ 10,570

151,113

期末手当 年間支給率
                     （月

分）

長　　　　　等

1,587

3

1,587

長　　　　　等

議　　　　　員

4,342

28,425

△ 8,990

△ 870計

２　一　般　職

共　済　費

5,457

通勤手当
時間外

勤務手当
特殊勤務

手当
管理職
手当

宿日直
手当

夜間勤務
手当

（単位　千円）

△ 45,540

（単位　千円）

7,056

(3.15)

34,402

69,010

98,493

201,905

4,342

△ 1,503

34,402

69,010

96,990

200,402

40,729

90,473

1,098,691

その他の特別職

計

△ 1,503

△ 2,373

230,330

△ 870

1,494,747

21,463

合　　　　　計

（１）総　括

議　　　　　員

議　　　　　員

その他の特別職

（単位　千円）

386

371

15

1,520,727

2,050 274,587

274,587

給　　　　　　　与　　　　　　　費

計

2,593,438

2,050

1,107,681

3,055,742

3,101,282

1,881

△ 870

△ 1,503

合　　　　　　　計

区　分

補正後

補正前

比    較

職員数（人）
報　　　酬 給　　　料 職員手当

357,393 228,718 12,894 23,227 65,993 3,050 51,269

△ 25,980

職員
手当
等の
内訳

区　分

補正後

補正前

比 　較

51,269

△ 900

351,523

△ 5,870

扶養手当 期末手当

47,958

48,858

12,894 23,227 65,993 3,050226,498

△ 2,220

管理職員
特別勤務

手当

休日勤務
手当

勤勉手当 住居手当 退職手当

30,357

30,357

1,8817,404

7,404

職員数（人）

3

16

1,568

16

99,1281,568 635

23,004

21,463

635

27,555

6,3277,056 (3.15)

39,859

90,473

97,625

227,9574,342

4
7



議案第１２号 

 

   平成２８年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 平成２８年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５７，７３５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

５，９００，８２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

 予算補正」による。 

 

平成２９年３月２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透 
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  国 民 健 康 保 険 税     1,126,000        13,000△     1,113,000

 1  国 民 健 康 保 険 税     1,126,000        13,000△     1,113,000

 7  共 同 事 業 交 付 金     1,228,086        66,858     1,294,944

 1  共 同 事 業 交 付 金     1,228,086        66,858     1,294,944

 9  繰 入 金       542,339         3,877       546,216

 1  一 般 会 計 繰 入 金       392,339         3,877       396,216

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計               5,843,086        57,735     5,900,821
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  総 務 費        40,732           870△        39,862

 1  総 務 管 理 費        39,205           870△        38,335

 2  保 険 給 付 費     3,360,698       141,605     3,502,303

 1  療 養 諸 費     2,928,264       141,605     3,069,869

 7  共 同 事 業 拠 出 金     1,335,332        83,000△     1,252,332

 1  共 同 事 業 拠 出 金     1,335,332        83,000△     1,252,332

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計               5,843,086        57,735     5,900,821
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  国 民 健 康 保 険 税         1,126,000            13,000    △         1,113,000

 2  使 用 料 及 び 手 数 料             1,001                 0             1,001

 3  国 庫 支 出 金         1,118,755                 0         1,118,755

 4  療 養 給 付 費 交 付 金           144,925                 0           144,925

 5  前 期 高 齢 者 交 付 金         1,263,146                 0         1,263,146

 6  県 支 出 金           248,005                 0           248,005

 7  共 同 事 業 交 付 金         1,228,086            66,858         1,294,944

 8  財 産 収 入                61                 0                61

 9  繰 入 金           542,339             3,877           546,216

10  繰 越 金           155,718                 0           155,718

11  諸 収 入            15,050                 0            15,050

歳          入          合          計         5,843,086            57,735         5,900,821

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  総 務 費      40,732         870△      39,862         870△

 2  保 険 給 付 費   3,360,698     141,605   3,502,303     141,605

 3  後 期 高 齢 者 支 援 金 等     640,681           0     640,681

 4  前 期 高 齢 者 納 付 金 等         454           0         454

 5  老 人 保 健 拠 出 金          27           0          27

 6  介 護 納 付 金     242,261           0     242,261

 7  共 同 事 業 拠 出 金   1,335,332      83,000△   1,252,332      83,000△

 8  保 健 事 業 費      47,058           0      47,058

 9  基 金 積 立 金          61           0          61

10  公 債 費           1           0           1

11  諸 支 出 金     160,781           0     160,781

12  予 備 費      15,000           0      15,000

歳     出     合     計   5,843,086      57,735   5,900,821      57,735

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 国民健康保険税 （項） 1 国民健康保険税

1 一 般 被 保 険 者

国 民 健 康 保 険 税

△7,000 1,088,000 1,081,000 4 医 療 給 付 費 分

滞 納 繰 越 分

△6,000  滞納繰越分

5 後期高齢者支援金

分 滞 納 繰 越 分

△1,000  滞納繰越分

2 退 職 被 保 険 者 等

国 民 健 康 保 険 税

△6,000 38,000 32,000 1 医 療 給 付 費 分

現 年 課 税 分

△4,000  現年課税分

2 後期高齢者支援金

分 現 年 課 税 分

△1,000  現年課税分

3 介 護 納 付 金 分

現 年 課 税 分

△1,000  現年課税分

△13,000 1,126,000 1,113,000 計 

（款） 7 共同事業交付金 （項） 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業

交 付 金

45,944 89,904 135,848 1 高額医療費共同

事 業 交 付 金

45,944  高額医療費共同事業交付金

2 保険財政共同安定化

事 業 交 付 金

20,914 1,138,182 1,159,096 1 保険財政共同安定

化 事 業 交 付 金

20,914  保険財政共同安定化事業交付金

66,858 1,228,086 1,294,944 計 

（款） 9 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金 3,877 392,339 396,216 1 一般会計繰入金 3,877  職員給与費等 △870 

 保険基盤安定繰入金（支援分） 2,241 

 保険基盤安定繰入金（軽減分） 2,506 

3,877 392,339 396,216 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

1 一般管理
費

△870 37,505 36,635    △870 2 △500 給 料
3 △370 職 員
手当等

01 職員等人件費 △870 
 2   一般職員給料 △500 
 3   期末手当 △370 

△870 39,205 38,335 計      △870 

（款） 2 保険給付費 （項） 1 療養諸費
1 一 般
被保険者
療養給付
費

141,605 2,740,000 2,881,605    141,605 19 141,605 負担金
、補助
及 び
交付金

01 一般被保険者療養給付事業 141,605 
19   一般被保険者療養給付費 141,605 

141,605 2,928,264 3,069,869 計      141,605 

（款） 7 共同事業拠出金 （項） 1 共同事業拠出金
2 保険財政
共同安定
化事業拠
出 金

△83,000 1,178,318 1,095,318    △83,000 19 △83,000 負担金
、補助
及 び
交付金

01 保険財政共同安定化事業拠出金 △83,000 
19   保険財政共同安定化事業拠
   出金 △83,000 

△83,000 1,335,332 1,252,332 計      △83,000 5
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1,614

管理職員
特別勤務

手当

休日勤務
手当

2,480

退職手当

1,614

（単位　千円）

△ 870

共　済　費

4,154

4,154

21,944

計

26,098

26,968

給　　　　　　　与　　　　　　　費

9,042

合　　　　　計

12,902

2,480

職員
手当
等の
内訳 1,860 280

280

扶養手当 期末手当

156

156 3,022

2,652

勤勉手当 住居手当

1,860

△ 370

区　分

補正後

補正前

比 　較

給　与　費　明　細　表

通勤手当
時間外

勤務手当
特殊勤務

手当
管理職
手当

宿日直
手当

夜間勤務
手当

（単位　千円）

22,814

△ 870

１　一　般　職

9,412

職員手当

（１）総　括

4

△ 370△ 500比    較

13,402

職員数（人）
報　　　酬 給　　　料

補正後

補正前

4

区　分

5
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議案第１３号 

 

   平成２８年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成２８年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，８２４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

６９９，０８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

 予算補正」による。 

 

平成２９年３月２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透 
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料       242,641        12,824       255,465

 1  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料       242,641        12,824       255,465

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計                 686,258        12,824       699,082
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 2  後 期高齢者医療広域連合納付 金       680,889        12,824       693,713

 1  後 期高齢者医療広域連合納付 金       680,889        12,824       693,713

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計                 686,258        12,824       699,082
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料           242,641            12,824           255,465

 2  使 用 料 及 び 手 数 料                 1                 0                 1

 3  繰 入 金           440,319                 0           440,319

 4  繰 越 金             2,296                 0             2,296

 5  諸 収 入             1,001                 0             1,001

歳          入          合          計           686,258            12,824           699,082

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  総 務 費       2,946           0       2,946

 2  後期高齢者医療広域連合納付金     680,889      12,824     693,713      12,824

 3  諸 支 出 金       1,423           0       1,423

 4  予 備 費       1,000           0       1,000

歳     出     合     計     686,258      12,824     699,082      12,824

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源

6
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 後期高齢者医療保険料 （項） 1 後期高齢者医療保険料

1 特 別 徴 収 保 険 料 7,329 160,167 167,496 1 現年度分特別徴収

保 険 料

7,329  現年度分

2 普 通 徴 収 保 険 料 5,495 82,474 87,969 1 現年度分普通徴収

保 険 料

4,972  現年度分

2 滞納繰越分普通徴

収 保 険 料

523  滞納繰越分

12,824 242,641 255,465 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢
者医療広
域連合納
付 金

12,824 680,889 693,713    12,824 19 12,824 負担金
、補助
及 び
交付金

01 後期高齢者医療広域連合納付事
 業 12,824 

19   被保険者保険料等 12,824 

12,824 680,889 693,713 計      12,824 
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議案第１４号 

 

   平成２８年度かすみがうら市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成２８年度かすみがうら市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８９，１９８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１，１１７，６０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

 予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明

許費」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

平成２９年３月２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透 
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 3  国 庫 支 出 金         5,000         2,732△         2,268

 1  国 庫 補 助 金         5,000         2,732△         2,268

 4  県 支 出 金         2,000         1,500△           500

 1  県 補 助 金         2,000         1,500△           500

 5  繰 入 金       639,947        62,915△       577,032

 1  一 般 会 計 繰 入 金       639,947        62,915△       577,032

 6  繰 越 金         5,000         8,820        13,820

 1  繰 越 金         5,000         8,820        13,820

 7  諸 収 入         6,002        11,229        17,231

 2  雑 入         6,001        11,229        17,230

 8  市 債       208,400        42,100△       166,300

 1  市 債       208,400        42,100△       166,300

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計               1,206,800        89,198△     1,117,602
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  下 水 道 費       587,278        89,685△       497,593

 1  下 水 道 管 理 費       466,657        69,006△       397,651

 2  下 水 道 建 設 費       120,621        20,679△        99,942

 2  公 債 費       614,522           487       615,009

 1  公 債 費       614,522           487       615,009

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計               1,206,800        89,198△     1,117,602
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（単位　千円）

款 項 金　　　　額

　１ 下水道費 ２ 下水道建設費 ２３，３０３

８，６７９流域下水道事業

公共下水道整備事業（政策）

第　２　表　　　繰　越　明　許　費

事　　業　　名

6
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　１　変　更 （単位　千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道事業債 ５７，８００ ３７，３００

公営企業法適用推進事業債 １８，１００ ９，９００

公共下水道資本費平準化債 ２６，０００ ２１，８００

公共下水道事業債（特別措
置分）

２６，２００ ２７，４００

特定環境保全公共下水道事
業債

３，５００ ０

特定環境保全公共下水道資
本費平準化債

５９，４００ ５５，０００

流域下水道事業債 １７，４００ １４，９００

第　３　表　　　地　方　債　補　正

起債の目的
補正前 補正後

普通貸借又は
証券発行

３．０％以内（ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
機構資金について、
利率の見直しを行っ
た後においては、当
該見直し後の利率）

政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借り
換えすることができ
る。

普通貸借又は
証券発行

３．０％以内（ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
機構資金について、
利率の見直しを行っ
た後においては、当
該見直し後の利率）

政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借り
換えすることができ
る。6
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  分 担 金 及 び 負 担 金             8,210                 0             8,210

 2  使 用 料 及 び 手 数 料           332,241                 0           332,241

 3  国 庫 支 出 金             5,000             2,732    △             2,268

 4  県 支 出 金             2,000             1,500    △               500

 5  繰 入 金           639,947            62,915    △           577,032

 6  繰 越 金             5,000             8,820            13,820

 7  諸 収 入             6,002            11,229            17,231

 8  市 債           208,400            42,100    △           166,300

歳          入          合          計         1,206,800            89,198    △         1,117,602

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  下 水 道 費     587,278      89,685△     497,593       4,232△      34,700△       6,000△      44,753△

 2  公 債 費     614,522         487     615,009       7,400△       7,887

 3  予 備 費       5,000           0       5,000

歳     出     合     計   1,206,800      89,198△   1,117,602       4,232△      42,100△       6,000△      36,866△

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 3 国庫支出金 （項） 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金 △2,732 5,000 2,268 1 下水道費補助金 △2,732  社会資本総合整備交付金

△2,732 5,000 2,268 計 

（款） 4 県支出金 （項） 1 県補助金

1 下水道費県補助金 △1,500 2,000 500 1 下水道費県補助金 △1,500  市町村下水道整備支援事業費補助金

△1,500 2,000 500 計 

（款） 5 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金 △62,915 639,947 577,032 1 一般会計繰入金 △62,915  一般会計繰入金

△62,915 639,947 577,032 計 

（款） 6 繰越金 （項） 1 繰越金

1 繰 越 金 8,820 5,000 13,820 1 繰 越 金 8,820  繰越金

8,820 5,000 13,820 計 

（款） 7 諸収入 （項） 2 雑入

1 雑 入 11,229 6,001 17,230 1 雑 入 11,229  雑入 34 

 消費税還付金 17,195 

 神立駅周辺整備事業下水道建設負担金 △6,000 

11,229 6,001 17,230 計 

（款） 8 市債 （項） 1 市債

1 下 水 道 債 △42,100 208,400 166,300 1 公 共 下 水 道 債 △30,300  公共下水道事業債 △20,500 

 公共下水道資本費平準化債 △4,200 

 公共下水道事業債（特別措置分） 1,200 

 公営企業法適用推進事業債 △6,800 

2 特 定 環 境 保 全

公 共 下 水 道 債

△9,300  特定環境保全公共下水道事業債 △3,500 

 特定環境保全公共下水道資本費平準化債 △4,400 

 公営企業法適用推進事業債 △1,400 

3 流 域 下 水 道 債 △2,500  流域下水道事業債

△42,100 208,400 166,300 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 下水道費 （項） 1 下水道管理費

1 下 水 道
総 務 費

△33,393 100,507 67,114    △33,393 13 △10,859 委託料
27 △22,534 公課費

02 下水道総務事業 △22,534 
27   消費税納付金 △22,534 

03 下水道総務事業（政策） △10,859 
13   下水道事業認可変更業務委
   託 △1,080 
13   下水道排水設備等管理業務
   委託 △503 
13   公共下水道雨水計画見直し
   のための調査 △9,276 

2 下 水 道
維 持 費

△24,832 251,443 226,611 △2,732 △6,800  △15,300 11 △816 需用費
13 △12,873 委託料
15 △1,008 工 事

請負費
19 △10,135 負担金

、補助
及 び
交付金

02 下水道維持事業 △12,583 
11   光熱水費 △816 
13   マンホール改築設計業務委
   託 △432 
13   使用料徴収業務委託 △192 
15   マンホール改築工事 △1,008 
19   霞ヶ浦湖北流域下水道維持
   管理負担金 △10,135 

03 下水道維持事業（政策） △12,249 
13   長寿命化計画策定に係る調
   査業務委託 △5,464 
13   下水道資産台帳作成業務委
   託 △6,785 

3 特定環境
保全公共
下 水 道
維 持 費

△10,781 112,718 101,937  △1,400  △9,381 11 △760 需用費
12 △553 役務費
13 △2,381 委託料
15 △6,336 工 事

請負費
19 △751 負担金

、補助
及 び
交付金

02 特定環境保全公共下水道維持事
 業 △9,403 

11   光熱水費 △760 
12   手数料 △553 
13   管渠布設替工事設計業務委
   託 △1,003 
15   管渠布設替工事 △6,336 
19   霞ヶ浦湖北流域下水道維持
   管理負担金 △751 

03 特定環境保全公共下水道維持事
 業（政策） △1,378 

13   下水道資産台帳作成業務委
   託 △1,378 

△69,006 466,657 397,651 計   △2,732 △8,200  △58,074 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 下水道費 （項） 2 下水道建設費

1 公共下水
道 整 備
事 業 費

△16,629 79,614 62,985 △1,500 △20,500 △6,000 11,371 2 △500 給 料
3 △400 職 員
手当等

13 △4,869 委託料
15 △10,860 工 事

請負費

01 職員等人件費 △900 
 2   一般職給料 △500 
 3   退職手当 △100 
 3   児童手当 △300 

02 公共下水道整備事業 △10,063 
13   管渠布設工事設計委託 △3,840 
15   単独汚水管渠布設工事 △6,223 

03 公共下水道整備事業（政策） △5,666 
13   管渠布設工事設計委託 △1,029 
15   単独汚水管渠布設工事 △4,637 

2 特定環境
保全公共
下水道整
備事業費

0 20,357 20,357  △3,500  3,500 02 特定環境保全公共下水道整備事
 業
 （財源振替）  

3 流域下水
道 整 備
事 業 費

△4,050 20,650 16,600  △2,500  △1,550 19 △4,050 負担金
、補助
及 び
交付金

01 流域下水道整備事業 △4,050 
19   霞ヶ浦湖北流域下水道建設
   負担金 △4,050 

△20,679 120,621 99,942 計   △1,500 △26,500 △6,000 13,321 

（款） 2 公債費 （項） 1 公債費
1 元 金 1,940 474,685 476,625  △7,400  9,340 23 1,940 償還金

、利子
及 び
割引料

01 下水道事業起債元金償還事業 1,940 
23   地方債元金 1,940 

2 利 子 △1,453 139,837 138,384    △1,453 23 △1,453 償還金
、利子
及 び
割引料

01 下水道事業起債利子償還事業 △1,453 
23   地方債利子 △1,453 

487 614,522 615,009 計    △7,400  7,887 
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１　一　般　職

21,696

28,456 21,5967

7

職員手当
区　分

給　　　　　　　与　　　　　　　費

計

（１）総　括

給　与　費　明　細　表

通勤手当
時間外

勤務手当
特殊勤務

手当
管理職
手当

宿日直
手当

夜間勤務
手当

（単位　千円）

50,652

△ 600

28,956

職員数（人）
報　　　酬 給　　　料

△ 100△ 500

補正後

補正前

比    較

7,058 6484,344

4,344

職員
手当
等の
内訳

区　分

補正後

補正前

比 　較 △ 100

扶養手当 期末手当

1,428

1,428 7,058

勤勉手当 住居手当 退職手当

502

502

1,447 962 5,207

648

（単位　千円）

△ 600

共　済　費

9,209

9,209

50,052 59,261

59,861

合　　　　　計

1,447

管理職員
特別勤務

手当

休日勤務
手当

962 5,307
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議案第１５号 

 

   平成２８年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成２８年度かすみがうら市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５，２７１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

４４７，７２９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

 予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

平成２９年３月２日提出 

かすみがうら市長  坪 井  透 
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 5  繰 入 金       303,959        36,746△       267,213

 1  一 般 会 計 繰 入 金       303,959        36,746△       267,213

 6  繰 越 金         3,000         4,879         7,879

 1  繰 越 金         3,000         4,879         7,879

 7  諸 収 入             2         6,796         6,798

 2  雑 入             1         6,796         6,797

 8  市 債        84,300           200△        84,100

 1  市 債        84,300           200△        84,100

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計                 473,000        25,271△       447,729
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  農 業 集 落 排 水 事 業 費       205,886        24,585△       181,301

 1  農 業 集 落 排 水 事 業 費       205,886        24,585△       181,301

 2  公 債 費       264,114           686△       263,428

 1  公 債 費       264,114           686△       263,428

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計                 473,000        25,271△       447,729
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　１　変　更 （単位　千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公営企業法適用推進事業債 １２，５００ １２，３００

第　２　表　　　地　方　債　補　正

起債の目的
補正前 補正後

普通貸借又は
証券発行

３．０％以内（ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
機構資金について、
利率の見直しを行っ
た後においては、当
該見直し後の利率）

政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借り
換えすることができ
る。

普通貸借又は
証券発行

３．０％以内（ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
機構資金について、
利率の見直しを行っ
た後においては、当
該見直し後の利率）

政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借り
換えすることができ
る。7
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  分 担 金 及 び 負 担 金             2,900                 0             2,900

 2  使 用 料 及 び 手 数 料            77,858                 0            77,858

 3  県 費 支 出 金               980                 0               980

 4  財 産 収 入                 1                 0                 1

 5  繰 入 金           303,959            36,746    △           267,213

 6  繰 越 金             3,000             4,879             7,879

 7  諸 収 入                 2             6,796             6,798

 8  市 債            84,300               200    △            84,100

歳          入          合          計           473,000            25,271    △           447,729

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  農 業 集 落 排 水 事 業 費     205,886      24,585△     181,301         200△      24,385△

 2  公 債 費     264,114         686△     263,428         686△

 3  予 備 費       3,000           0       3,000

歳     出     合     計     473,000      25,271△     447,729         200△      25,071△

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 5 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金 △36,746 303,959 267,213 1 一般会計繰入金 △36,746  一般会計繰入金

△36,746 303,959 267,213 計 

（款） 6 繰越金 （項） 1 繰越金

1 繰 越 金 4,879 3,000 7,879 1 繰 越 金 4,879  繰越金

4,879 3,000 7,879 計 

（款） 7 諸収入 （項） 2 雑入

1 雑 入 6,796 1 6,797 1 雑 入 6,796  雑入 276 

 消費税還付金 6,520 

6,796 1 6,797 計 

（款） 8 市債 （項） 1 市債

1 農業集落排水事業債 △200 84,300 84,100 1 農業集落排水事業

債

△200  公営企業法適用推進事業債

△200 84,300 84,100 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 農業集落排水事業費 （項） 1 農業集落排水事業費

1 施設管理
費

△24,585 205,886 181,301  △200  △24,385 2 △1,200 給 料
3 △1,200 職 員
手当等

4 △200 共済費
11 △6,524 需用費
13 △4,938 委託料
27 △10,523 公課費

01 職員等人件費 △2,600 
 2   一般職給料 △1,200 
 3   期末手当 △430 
 3   勤勉手当 △260 
 3   退職手当 △290 
 3   児童手当 △220 
 4   共済組合負担金 △200 

02 農業集落排水維持管理事業 △21,797 
11   光熱水費 △6,524 
13   マンホールポンプ制御盤更
   新設計委託 △1,211 
13   汚泥運搬業務委託 △300 
13   汚泥処理業務委託 △1,642 
13   電気工作物保守委託 △113 
13   草刈作業委託 △135 
13   マンホールポンプ改築に伴
   う調査業務委託 △1,349 
27   消費税納付金 △10,523 

03 農業集落排水維持管理事業（政
 策） △188 

13   農集台帳作成業務委託 △188 
△24,585 205,886 181,301 計    △200  △24,385 

（款） 2 公債費 （項） 1 公債費
2 利 子 △686 56,871 56,185    △686 23 △686 償還金

、利子
及 び
割引料

01 農業集落排水事業起債利子償還
 事業 △686 

23   地方債利子 △686 

△686 264,114 263,428 計      △686 
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△ 290

703 63

比 　較 △ 430 △ 260

446補正前 312 932 573 240 51

413 63

退職手当
管理職員
特別勤務

手当

補正後 312 502 313 240 51 446

時間外
勤務手当

特殊勤務
手当

管理職
手当

宿日直
手当

休日勤務
手当

夜間勤務
手当

△ 200 △ 2,380

（単位　千円）

職員
手当
等の
内訳

区　分 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 通勤手当

比    較 △ 1,200 △ 980 △ 2,180

968 5,904

補正前 1 3,796 3,320 7,116 1,168 8,284

補正後 1 2,596 2,340 4,936

給　与　費　明　細　表

１　一　般　職

（１）総　括 （単位　千円）

区　分 職員数（人）
給　　　　　　　与　　　　　　　費

共　済　費 合　　　　　計
報　　　酬 給　　　料 職員手当 計
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議案第１６号 

 

   平成２８年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成２８年度かすみがうら市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１，８４１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

３，４２７，４２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

 予算補正」による。 

 

平成２９年３月２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透 
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 3  国 庫 支 出 金       720,906           585△       720,321

 2  国 庫 補 助 金       169,460           585△       168,875

 5  県 支 出 金       470,630           293△       470,337

 3  県 補 助 金         6,091           293△         5,798

 7  繰 入 金       511,363         1,312△       510,051

 1  一 般 会 計 繰 入 金       511,362         1,312△       510,050

 8  繰 越 金        45,631        54,031        99,662

 1  繰 越 金        45,631        54,031        99,662

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計               3,375,583        51,841     3,427,424
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  総 務 費       110,550         1,020△       109,530

 1  総 務 管 理 費        86,120         1,020△        85,100

 4  地 域 支 援 事 業 費        39,609         1,500△        38,109

 2  包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費        30,787         1,500△        29,287

 6  基 金 積 立 金        16,429        54,361        70,790

 1  基 金 積 立 金        16,429        54,361        70,790

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計               3,375,583        51,841     3,427,424
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  保 険 料           734,219                 0           734,219

 2  使 用 料 及 び 手 数 料                51                 0                51

 3  国 庫 支 出 金           720,906               585    △           720,321

 4  支 払 基 金 交 付 金           877,778                 0           877,778

 5  県 支 出 金           470,630               293    △           470,337

 6  財 産 収 入                50                 0                50

 7  繰 入 金           511,363             1,312    △           510,051

 8  繰 越 金            45,631            54,031            99,662

 9  諸 収 入             5,213                 0             5,213

10  介 護 サ ー ビ ス 収 入             9,742                 0             9,742

歳          入          合          計         3,375,583            51,841         3,427,424

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  総 務 費     110,550       1,020△     109,530       1,020△

 2  保 険 給 付 費   3,139,668           0   3,139,668

 3  財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金           1           0           1

 4  地 域 支 援 事 業 費      39,609       1,500△      38,109         878△         622△

 5  介 護 サ ー ビ ス 事 業 費      14,663           0      14,663

 6  基 金 積 立 金      16,429      54,361      70,790      54,361

 7  諸 支 出 金      44,663           0      44,663

 8  予 備 費      10,000           0      10,000

歳     出     合     計   3,375,583      51,841   3,427,424         878△      52,719

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 3 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金

3 地域支援事業交付金

（包括的支援事業・

任 意 事 業 ）

△585 9,978 9,393 1 現 年 度 分 △585 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意

事業）

△585 169,460 168,875 計 

（款） 5 県支出金 （項） 3 県補助金

2 地域支援事業交付金

（包括的支援事業・

任 意 事 業 ）

△293 4,989 4,696 1 現 年 度 分 △293 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意

事業）

△293 6,091 5,798 計 

（款） 7 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金

（包括的支援事業・

任 意 事 業 ）

△292 4,989 4,697 1 現 年 度 分 △292 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意

事業）

4 その他一般会計繰入

金

△1,020 108,546 107,526 1 職員給与費等繰入

金

△1,020  職員給与費等繰入金

△1,312 511,362 510,050 計 

（款） 8 繰越金 （項） 1 繰越金

1 繰 越 金 54,031 45,631 99,662 1 繰 越 金 54,031  前年度繰越金

54,031 45,631 99,662 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

1 一般管理
費

△1,020 86,120 85,100    △1,020 2 △450 給 料
3 △200 職 員
手当等

4 △370 共済費

01 職員等人件費 △1,020 
 2   一般職給料 △450 
 3   通勤手当 △200 
 4   共済組合追加費用等 △370 

△1,020 86,120 85,100 計      △1,020 

（款） 4 地域支援事業費 （項） 2 包括支援事業・任意事業費
2 包括的・
継続的ケ
アマネジ
メント支
援事業費

△1,500 9,347 7,847 △878   △622 2 △1,000 給 料
3 △500 職 員
手当等

01 職員等人件費 △1,500 
 2   一般職給料 △1,000 
 3   期末手当 △300 
 3   勤勉手当 △200 

△1,500 30,787 29,287 計   △878   △622 

（款） 6 基金積立金 （項） 1 基金積立金
1 介護給付
費準備基
金積立金

54,361 16,429 70,790    54,361 25 54,361 積立金 01 介護給付費準備基金積立事業 54,361 
25   介護給付費準備基金積立金 54,361 

54,361 16,429 70,790 計      54,361 

8
9



8,269

比 　較 △ 300 △ 200 △ 200

1,551 422補正前 942 10,317 6,349 240 997

422 8,269

退職手当
管理職員
特別勤務

手当

補正後 942 10,017 6,149 240 797 1,551

時間外
勤務手当

特殊勤務
手当

管理職
手当

宿日直
手当

休日勤務
手当

夜間勤務
手当

△ 370 △ 2,520

（単位　千円）

職員
手当
等の
内訳

区　分 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 通勤手当

比    較 △ 1 △ 1,450 △ 700 △ 2,150

13,297 85,041

補正前 13 44,807 29,087 73,894 13,667 87,561

補正後 12 43,357 28,387 71,744

給　与　費　明　細　表

１　一　般　職

（１）総　括 （単位　千円）

区　分 職員数（人）
給　　　　　　　与　　　　　　　費

共　済　費 合　　　　　計
報　　　酬 給　　　料 職員手当 計

9
0



 

 議案第２４号 

 

   相互救済事業の委託について    

 

 毎年度予算で定める額を支弁して、市の所有又は占有する財産に係る火災、

水災、震災その他の災害による損害に対する相互救済事業について、公益社団

法人全国市有物件災害共済会に委託することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２６３条の２第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

   平成２９年３月２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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（参考資料） 

 付議事件（条例）条文新旧対照表（新規制定条例及び廃止条例は除く。） 

かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤

務) 

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤

務) 

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、

規則で定めるところにより、その子(民法

(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の

規定により職員が当該職員との間におけ

る同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者(当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。)であって、当該職員が

現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年

法律第164号)第27条第1項第3号の規定に

より同法第6条の4第1項に規定する里親で

ある職員に委託されている児童のうち、当

該職員が養子縁組によって養親となるこ

とを希望している者その他これらに準ず

る者として規則で定めるものを含む。以下

この条及び次条において同じ。)を養育す

るために請求した場合には、公務の運営に

支障がある場合を除き、規則で定めるとこ

ろにより、当該職員に当該請求に係る早出

遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が

育児又は介護を行うためのものとしてあ

らかじめ定められた特定の時刻とする勤

務時間の割振りによる勤務をいう。第3項

において同じ。)をさせるものとする。 

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、

規則で定めるところにより、その子(民法

(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の

規定により職員が当該職員との間におけ

る同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者(当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。)であって、当該職員が

現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年

法律第164号)第27条第1項第3号の規定に

より同法第6条の4第2号に規定する養子縁

組里親である職員に委託されている児童

その他これらに準ずる者として規則で定

めるものを含む。以下この条及び次条にお

いて同じ。)を養育するために請求した場

合には、公務の運営に支障がある場合を除

き、規則で定めるところにより、当該職員

に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び

終業の時刻を、職員が育児又は介護を行う

ためのものとしてあらかじめ定められた

特定の時刻とする勤務時間の割振りによ

る勤務をいう。第3項において同じ。)をさ

せるものとする。 

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略) 

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要

介護者を介護する職員について準用する。

この場合において、前項中「次に掲げる職

員が、規則で定めるところにより、その子

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要

介護者を介護する職員について準用する。

この場合において、前項中「次に掲げる職

員が、規則で定めるところにより、その子
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(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第

1項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者(当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属

している場合に限る。)であって、当該職

員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和2

2年法律第164号)第27条第1項第3号の規定

により同法第6条の4第1項に規定する里親

である職員に委託されている児童のうち、

当該職員が養子縁組によって養親となる

ことを希望している者その他これらに準

ずる者として規則で定めるものを含む。以

下この条及び次条において同じ。)を養育」

とあるのは「第15条第1項に規定する要介

護者(以下「要介護者」という。)のある職

員が、規則で定めるところにより、当該要

介護者を介護」と読み替えるものとする。 

(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第

1項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者(当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属

している場合に限る。)であって、当該職

員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和2

2年法律第164号)第27条第1項第3号の規定

により同法第6条の4第2号に規定する養子

縁組里親である職員に委託されている児

童その他これらに準ずる者として規則で

定めるものを含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。)を養育」とあるのは「第15

条第1項に規定する要介護者(以下「要介護

者」という。)のある職員が、規則で定め

るところにより、当該要介護者を介護」と

読み替えるものとする。 

3 (略) 3 (略) 

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限) 

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限) 

第8条の3 (略) 第8条の3 (略) 

2及び3 (略) 2及び3 (略)  

4 第1項及び前項の規定は、第15条第1項に

規定する要介護者を介護する職員につい

て準用する。この場合において、第1項中

「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員(職員の配偶者で当該子の親であ

るものが、深夜(午後10時から翌日の午前5

時までの間をいう。以下この項において同

じ。)において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除

く。)が、規則で定めるところにより、当

該子を養育」とあるのは「第15条第1項に

規定する要介護者(以下「要介護者」とい

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する

要介護者を介護する職員について準用す

る。この場合において、第1項中「小学校

就学の始期に達するまでの子のある職員

(職員の配偶者で当該子の親であるもの

が、深夜(午後10時から翌日の午前5時まで

の間をいう。以下この項において同じ。)

において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして規則で定める者に

該当する場合における当該職員を除く。)

が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子

のある職員が、規則で定めるところによ
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う。)のある職員が、規則で定めるところ

により、当該要介護者を介護」と、「深夜

における」とあるのは「深夜(午後10時か

ら翌日の午前5時までの間をいう。)におけ

る」と、前項中「小学校就学の始期に達す

るまでの子のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあるのは「要

介護者のある職員が、規則で定めるところ

により、当該要介護者を介護」と読み替え

るものとする。 

り、当該子を養育」とあり、及び前項中「小

学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が、規則で定めるところにより、当該

子を養育」とあるのは、「第15条第1項に

規定する要介護者のある職員が、規則で定

めるところにより、当該要介護者を介護」

と、第1項中「深夜における」とあるのは

「深夜(午後10時から翌日の午前5時まで

の間をいう。)における」と、第2項中「当

該請求をした職員の業務を処理するため

の措置を講ずることが著しく困難である」

とあるのは「公務の運営に支障がある」と

読み替えるものとする。 

    附 則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行す

る。 

かすみがうら市職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

 (育児休業法第2条第1項の条例で定める者) 

 第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定

める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164

号)第6条の4第1号に規定する養育里親であ

る職員(児童の親その他の同法第27条第4項

に規定する者の意に反するため、同項の規

定により、同法第6条の4第2号に規定する養

子縁組里親として当該児童を委託すること

ができない職員に限る。)に同法第27条第1

項第3号の規定により委託されている当該

児童とする。 

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間) 

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間) 

第2条の2 (略) 第2条の3 (略) 

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で

定める特別の事情) 

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で

定める特別の事情) 

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条 第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条
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例で定める特別の事情は、次に掲げる事情

とする。 

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情

とする。 

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業

(かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例(平成17年かすみがうら市条例

第36号。以下「勤務時間条例」という。)

第14条の規定による特別休暇をいう。)を始

め若しくは出産したことにより、当該育児

休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定

する事由に該当したことにより当該育児休

業の承認が取り消された後、当該産前の休

業若しくは出産に係る子若しくは同号に規

定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁

組等により職員と別居することとなったこ

と。 

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業

(かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例(平成17年かすみがうら市条例

第36号。以下「勤務時間条例」という。)

第14条の規定による特別休暇をいう。)を始

め、又は出産したことにより、当該育児休

業の承認が効力を失った後、当該産前の休

業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該

当することとなったこと。 

ｱ 死亡した場合 

ｲ 養子縁組等により職員と別居すること

となった場合 

 (2) 育児休業をしている職員が第5条に規定

する事由に該当したことにより当該育児

休業の承認が取り消された後、同条に規定

する承認に係る子が次に掲げる場合に該

当することとなったこと。 

ｱ 前号ｱ又はｲに掲げる場合 

ｲ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2

第1項の規定による請求に係る家事審判

事件が終了した場合(特別養子縁組の成

立の審判が確定した場合を除く。)又は養

子縁組が成立しないまま児童福祉法第27

条第1項第3号の規定による措置が解除さ

れた場合 

(2)～(5) (略) (3)～(6) (略) 

    附 則 

  この条例は、平成 29年 4月 1日から施行す

る。 

かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照

表 

改正前 改正後 
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別表第1(第2条、第5条、第6条関係) 別表第1(第2条、第5条、第6条関係) 

職名 報酬 旅費 

  年

額 

月

額 

日

額 

車

賃

(1

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

に

つ

き) 

日

当

(1

日

に

つ

き) 

宿

泊

料

(1

夜

に

つ

き) 

食

卓

料

(1

夜

に

つ

き) 

執

行

機

関 

(略) 

附

属

機

関 

(略) 

補

助

機

関 

(略) 

ティーム

ティーチ

ング非常

勤講師 

(略) 

 

職名 報酬 旅費 

  年

額 

月

額 

日

額 

車

賃

(1

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

に

つ

き) 

日

当

(1

日

に

つ

き) 

宿

泊

料

(1

夜

に

つ

き) 

食

卓

料

(1

夜

に

つ

き) 

執

行

機

関 

(略) 

附

属

機

関 

(略) 

補

助

機

関 

(略) 

ティーム

ティーチ

ング非常

勤講師 

(略) 

小中学校

非常勤講

師 

  2,8

70 

37 2,1

00 

12,

500 

2,1

00 

 

備考 備考 

1～11 (略) 1～11 (略) 

12 ティームティーチング非常勤講師につい

ては、この表の報酬の欄中「日額」とある

のは、「勤務1時間当たりの額」とする。 

12 ティームティーチング非常勤講師及び小

中学校非常勤講師については、この表の報

酬の欄中「日額」とあるのは、「勤務1時間
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当たりの額」とする。 

別表第4(第5条関係) 別表第4(第5条関係) 

職名 区分(片道距離) 日額 月限

度額 

生活保護相

談員、生活保

護就労支援

員、主任介護

支援専門員、

介護支援専

門員、主任家

庭児童相談

員、家庭児童

相談員、母

子・父子自立

支援員、ハー

トフル相談

員、環境保全

監視員、消費

生活相談員、

学校生活相

談員及び社

会教育指導

員 

 

(略) 

 

職名 区分(片道距離) 日額 月限

度額 

生活保護相

談員、生活保

護就労支援

員、主任介護

支援専門員、

介護支援専

門員、主任家

庭児童相談

員、家庭児童

相談員、母

子・父子自立

支援員、ハー

トフル相談

員、環境保全

監視員、消費

生活相談員、

学校生活相

談員、社会教

育指導員及

び小中学校

非常勤講師 

(略) 

 

かすみがうら市税条例 新旧対照表(第 1条関係) 

改正前 改正後 

(市民税の申告) 

第 36条の 2 第 23条第 1項第 1号の者は、

3 月 15 日までに、施行規則第 5 号の 4 様

式(別表)による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、法第 317条の 6

第 1項又は第 4項の規定によって給与支払

報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から、1月 1日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受けて

(市民税の申告) 

第 36条の 2 第 23条第 1項第 1号の者は、

3 月 15 日までに、施行規則第 5 号の 4 様

式(別表)による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、法第 317条の 6

第 1項又は第 4項の規定によって給与支払

報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から、1月 1日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受けて
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いる者で、前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者(公的年金等に係る所

得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額(令第 48条の 9の 7に規定する

ものを除く。)、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若

しくは法第 314条の 2第 5項に規定する扶

養控除額の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第 8項に規定する純損失の金額の控

除、同条第 9項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第 34 条の 7

第 1項(同項第 2号に掲げる寄附金(特定非

営利活動促進法第 2条第 3項に規定する認

定特定非営利活動法人及び同条第 4 項に

規定する仮認定特定非営利活動法人に対

するものを除く。第 6 項において同じ。)

に係る部分を除く。)及び第 2 項の規定に

よって控除すべき金額(以下この条におい

て「寄附金税額控除額」という。)の控除

を受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。)及び第 24条第 2項に

規定する者(施行規則第 2 条の 2 第 1 項の

表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)につ

いては、この限りでない。 

2～9 (略) 

いる者で、前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者(公的年金等に係る所

得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額(令第 48条の 9の 7に規定する

ものを除く。)、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若

しくは法第 314条の 2第 5項に規定する扶

養控除額の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第 8項に規定する純損失の金額の控

除、同条第 9項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第 34 条の 7

第 1項(同項第 2号に掲げる寄附金(特定非

営利活動促進法第 2条第 3項に規定する認

定特定非営利活動法人及び同条第 4 項に

規定する特例認定特定非営利活動法人に

対するものを除く。第 6項において同じ。)

に係る部分を除く。)及び第 2 項の規定に

よって控除すべき金額(以下この条におい

て「寄附金税額控除額」という。)の控除

を受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。)及び第 24条第 2項に

規定する者(施行規則第 2 条の 2 第 1 項の

表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)につ

いては、この限りでない。 

2～9 (略) 

   附 則 

第 7条の 3の 2 平成 22年度から平成 41 年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき租税特別措置法第 41条又は第 41条の

2 の 2 の規定の適用を受けた場合(居住年

が平成 11年から平成 18年まで又は平成 21

   附 則 

第 7条の 3の 2 平成 22年度から平成 43年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき租税特別措置法第 41条又は第 41条の

2 の 2 の規定の適用を受けた場合(居住年

が平成 11年から平成 18年まで又は平成 21
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年から平成 31 年までの各年である場合に

限る。)において、前条第 1 項の規定の適

用を受けないときは、法附則第 5条の 4の

2第 6項(同条第 9項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)に規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義務

者の第 34条の 3及び第 34条の 6の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

2～3 (略) 

年から平成 33 年までの各年である場合に

限る。)において、前条第 1 項の規定の適

用を受けないときは、法附則第 5条の 4の

2第 6項(同条第 9項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)に規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義務

者の第 34条の 3及び第 34条の 6の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

2～3 (略) 

(軽自動車税の税率の特例) 

第 16条 法附則第 30条第 1項に規定する 3

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第 60 条第 1 項後

段の規定による車両番号の指定(以下この

条において「初回車両番号指定」という。)

を受けた月から起算して 14 年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車

税に係る第82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第 82条第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

2 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号に

規定する 3 輪以上の軽自動車に対する第

82条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月

31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合において、平成 28 年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

(軽自動車税の税率の特例) 

第 16 条 法附則第 30 条第 1項に規定する 3

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第 60 条第 1 項後

段の規定による車両番号の指定(以下この

条において「初回車両番号指定」という。)

を受けた月から起算して 14 年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車

税に係る第 82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

2 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号に

掲げる 3 輪以上の軽自動車に対する第 82

条の規定の適用については、当該軽自動車

が平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月

31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、平成 29 年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 
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第 82条第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

3 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号に

規定する 3 輪以上の軽自動車(ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。

次項において同じ。)に対する第 82条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成

27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合

において、平成 28 年度分の軽自動車税に

限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第 82条第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

4 法附則第 30条第 5項第 1号及び第 2号に

規定する 3 輪以上の軽自動車(前項の規定

の適用を受けるものを除く。)に対する第

82条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月

31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合において、平成 28 年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第 82条第 2号ｱ 

 

 

3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

3 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号に

掲げる 3 輪以上の軽自動車(ガソリンを内

燃機関の燃料として用いるものに限る。次

項において同じ。)に対する第 82条の規定

の適用については、当該軽自動車が平成 28

年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、

平成 29 年度分の軽自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

4 法附則第 30条第 5項第 1号及び第 2号に

掲げる 3 輪以上の軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除く。)に対する第 82

条の規定の適用については、当該軽自動車

が平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月

31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、平成 29 年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第 2号ｱ 

 

 

3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

100



 

 

 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

 

 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

かすみがうら市税条例等の一部を改正する条例 新旧対照表(第 2条関係) 

かすみがうら市税条例 新旧対照表(第 3条関係) 

改正前 改正後 

附 則(平成 27年 3月 31日条例第 21号)    

(市たばこ税に関する経過措置) 

第 5条 (略) 

2～6 (略) 

7 第 4 項の規定により市たばこ税を課する

場合においては、同項から前項までに規定

するもののほか、市税条例第 19条、第 98

条第 4項及び第 5項、第 100条の 2並びに

第 101条の規定を適用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる同条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 

第 19 条第 3

号 

第 98 条第 1

項若しくは

第 2 項の申

告書又は第

139条第 1項

の申告書で

その提出期

限 

 

 

平成 27 年

改正条例附

則第 5 条第

6 項の納期

限 

(略) 

8～14 (略) 

 附 則(平成27年3月31日条例第21号)    

(市たばこ税に関する経過措置) 

第 5条 (略) 

2～6 (略) 

7 第 4 項の規定により市たばこ税を課する

場合においては、同項から前項までに規定

するもののほか、市税条例第 19条、第 98

条第 4項及び第 5項、第 100条の 2並びに

第 101条の規定を適用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる同条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 

第 19 条第 3

号 

第 81 条の 6

第 1 項の申

告書、第 98

条第 1 項若

しくは第 2

項の申告書

又は第 139

条第 1 項の

申告書でそ

の提出期限 

平成 27 年

改正条例附

則第 5 条第

6 項の納期

限 

(略) 

8～14 (略) 

改正前 改正後 

(納税証明事項) 

第 18 条の 3 地方税法施行規則(昭和 29 年

総理府令第 23 号。以下「施行規則」とい

う。)第 1条の 9第 2号に規定する事項は、

(納税証明事項) 

第 18 条の 3 地方税法施行規則(昭和 29 年

総理府令第 23 号。以下「施行規則」とい

う。)第 1条の 9第 2号に規定する事項は、
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道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)

第 59 条第 1 項に規定する検査対象軽自動

車又は 2輪の小型自動車について、天災そ

の他やむを得ない理由により軽自動車税

を滞納している場合において、その旨とす

る。 

道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)

第 59 条第 1 項に規定する検査対象軽自動

車又は 2輪の小型自動車について、天災そ

の他やむを得ない理由により種別割を滞

納している場合において、その旨とする。 

(納期限後に納付し、又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金) 

第 19 条 納税者又は特別徴収義務者は、第

40 条、第 46 条、第 46 条の 2 若しくは第

46条の 5(第 53条の 7の 2において準用す

る場合を含む。以下この条において同

じ。)、第 47条の 4第 1項(第 47条の 5第

3 項において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。)、第 48 条第 1 項(法

第 321条の 8第 22項及び第 23項の申告書

に係る部分を除く。)、第 53条の 7、第 67

条、第 83条第 2項、第 98条第 1項若しく

は第 2項、第 102条第 2項、第 139条第 1

項に規定する納期限後にその税金を納付

し、又は納入金を納入する場合において

は、当該税額又は納入金額にその納期限

(納期限の延長があったときは、その延長

された納期限とする。以下第 1 号及び第 2

号において同じ。)の翌日から納付又は納

入の日までの期間の日数に応じ、年 14.6

パーセント(次の各号に掲げる税額の区分

に応じ、当該各号に掲げる期間について

は、年 7.3 パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書によって納付し、又は納入書によ

って納入しなければならない。 

 

(1) (略) 

(2) 第 48条第 1項の申告書(法第 321条の 8

第 1 項、第 2 項、第 4 項又は第 19 項の規

(納期限後に納付し、又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金) 

第 19 条 納税者又は特別徴収義務者は、第

40 条、第 46 条、第 46 条の 2 若しくは第

46条の 5(第 53条の 7の 2において準用す

る場合を含む。以下この条において同

じ。)、第 47条の 4第 1項(第 47条の 5第

3 項において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。)、第 48 条第 1 項(法

第 321条の 8第 22項及び第 23項の申告書

に係る部分を除く。)、第 53条の 7、第 67

条、第 81条の 6第 1項、第 83条第 2項、

第 98 条第 1 項若しくは第 2 項、第 102 条

第 2項、第 139条第 1項に規定する納期限

後にその税金を納付し、又は納入金を納入

する場合においては、当該税額又は納入金

額にその納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。以下

第 1 号及び第 2 号において同じ。)の翌日

から納付又は納入の日までの期間の日数

に応じ、年 14.6パーセント(次の各号に掲

げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる

期間については、年 7.3 パーセント)の割

合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して納付書によって納付し、又

は納入書によって納入しなければならな

い。 

(1) (略) 

(2) 第 48条第 1項の申告書(法第 321条の 8

第 1 項、第 2 項、第 4 項又は第 19 項の規
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定による申告書に限る。)、第 98条第 1項

若しくは第 2 項の申告書又は第 139条第 1

項の申告書に係る税額(第 4 号に掲げる税

額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌

日から 1月を経過する日までの期間 

 

(3) 第 48条第 1項の申告書(法第 321条の 8

第 22 項及び第 23 項の申告書を除く。)、

第 98 条第 1 項若しくは第 2 項の申告書又

は第 139条第 1項の申告書で、その提出期

限後に提出したものに係る税額 当該提

出した日までの期間又はその日の翌日か

ら 1月を経過する日までの期間 

 

(4) (略) 

定による申告書に限る。)、第 81条の 6第

1項の申告書、第 98条第 1項若しくは第 2

項の申告書又は第 139条第 1項の申告書に

係る税額(第 4 号に掲げる税額を除く。) 

当該税額に係る納期限の翌日から 1月を経

過する日までの期間 

(3) 第 48条第 1項の申告書(法第 321条の 8

第 22 項及び第 23 項の申告書を除く。)、

第 81条の 6第 1項の申告書、第 98条第 1

項若しくは第 2項の申告書又は第 139条第

1 項の申告書で、その提出期限後に提出し

たものに係る税額 当該提出した日まで

の期間又はその日の翌日から 1月を経過す

る日までの期間 

(4) (略) 

(法人税割の税率) 

第 34 条の 4 法人税割の税率は、100 分の

12.1 とする。 

(法人税割の税率) 

第 34条の 4 法人税割の税率は、100分の 8.

4 とする 

(軽自動車税の納税義務者等) 

第 80 条 軽自動車税は、原動機付自転車、

軽自動車、小型特殊自動車及び 2輪の小型

自動車(以下軽自動車税について「軽自動

車等」という。)に対し、その所有者に課

する。 

2 軽自動車等の売買があった場合におい

て、売主が当該軽自動車等の所有権を留保

しているときは、軽自動車税の賦課徴収に

ついては、買主を当該軽自動車等の所有者

とみなす。 

3 軽自動車等の所有者が法第 443 条第 1 項

の規定によって軽自動車税を課すること

ができない者である場合においては、その

使用者に課する。ただし、公用又は公共の

用に供するものについては、これを課さな

い。 

(軽自動車税の納税義務者等) 

第 80条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車

に対し、当該 3輪以上の軽自動車の取得者

に環境性能割によって、軽自動車等に対

し、当該軽自動車等の所有者に種別割によ

って課する。 

2 前項に規定する 3 輪以上の軽自動車の取

得者には、法第 443条第 2項に規定する者

を含まないものとする。 

 

 

3 軽自動車等の所有者が法第 445 条第 1 項

の規定により種別割を課することができ

ない者である場合には、第 1項の規定にか

かわらずその使用者に課する。ただし、公

用又は公共の用に供する軽自動車等につ

いては、これを課さない。 

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対  

103



 

する軽自動車税の非課税の範囲) 

第 80 条の 2 日本赤十字社が所有する軽自

動車等のうち、直接その本来の事業の用に

供するもので、次の各号に該当する者に対

しては、軽自動車税を課さない。 

(1) 救急用のもの 

(軽自動車税の課税免除) 

第 81 条 商品であって使用しない軽自動車

等に対しては、軽自動車税を課さない。 

(軽自動車税のみなす課税) 

第 81 条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、軽自動車税の賦課徴収につ

いては、買主を前条第 1項に規定する 3輪

以上の軽自動車の取得者（以下この節にお

いて「3輪以上の軽自動車の取得者」とい

う。）又は軽自動車等の所有者とみなして、

軽自動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があっ

たときは、新たに買主となる者を 3輪以上

の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所

有者とみなして、軽自動車税を課する。 

3 法第 444 条第 3 項に規定する販売業者等

（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した 3 輪以

上の軽自動車又はその販売のためその他

運行（道路運送車両法第 2条第 5項に規定

する運行をいう。次項において同じ。）以

外の目的に供するため取得した 3 輪以上

の軽自動車について、当該販売業者等が、

法第 444条第 3項に規定する車両番号の指

定を受けた場合（当該車両番号の指定前に

第 1 項の規定の適用を受ける売買契約の

締結が行われた場合を除く。）には、当該

販売業者等を 3 輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。 

4 法の施行地外で 3 輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該 3輪以上の軽自動車を法
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の施行地内に持ち込んで運行の用に供し

た場合には、当該 3輪以上の軽自動車を運

行の用に供する者を 3 輪以上の軽自動車

の取得者とみなして、環境性能割を課す

る。 

 (日本赤十字社の所有する軽自動車等に対

する軽自動車税の非課税の範囲) 

第 81 条の 2 日本赤十字社が所有する軽自

動車等のうち、直接その本来の事業の用に

供するもので、救急用のものに対しては、

軽自動車税を課さない。 

 (環境性能割の課税標準) 

第 81条の 3 環境性能割の課税標準は、3輪

以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として施行規則第 15条の 10に定め

るところにより算定した金額とする。 

 (環境性能割の税率) 

第 81 条の 4 次の各号に掲げる 3 輪以上の

軽自動車に対して課する環境性能割の税

率は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第 451 条第 1 項（同条第 4 項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けるもの 100分の 1 

(2) 法第 451 条第 2 項（同条第 4 項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けるもの 100分の 2 

(3) 法第 451 条第 3 項の規定の適用を受け

るもの 100分の 3 

 (環境性能割の徴収の方法) 

第 81条の 5 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法によらなければならない。 

 (環境性能割の申告納付) 

第 81 条の 6 環境性能割の納税義務者は、

法第 454条第 1項各号に掲げる 3輪以上の

軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、施行規則第 33 号の 4 様
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式による申告書を市長に提出するととも

に、その申告に係る環境性能割額を納付し

なければならない。 

2 3 輪以上の軽自動車の取得者（環境性能

割の納税義務者を除く。）は、法第 454 条

第 1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める時又は日までに、施行規則第 33

号の 4 様式による報告書を市長に提出し

なければならない。 

 (環境性能割に係る不申告等に関する過料) 

第 81 条の 7 環境性能割の納税義務者が前

条の規定により申告し、又は報告すべき事

項について正当な事由がなくて申告又は

報告をしなかった場合には、その者に対

し、10万円以下の過料を科する。 

2 前項の過料の額は、情状により、市長が

定める。 

3 第 1 項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、そ

の発付の日から 10日以内とする。 

 (環境性能割の減免) 

第 81 条の 8 市長は、公益のため直接専用

する 3 輪以上の軽自動車又は第 90 条第 1

項各号に掲げる軽自動車等（3輪以上のも

のに限る。）のうち必要と認めるものに対

しては、環境性能割を減免する。 

2 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項につい

ては、規則で定める。 

(軽自動車税の税率) 

第 82 条 軽自動車税の税率は、次の各号に

掲げる軽自動車等に対し、1 台についてそ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) (略) 

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ｱ 軽自動車 

(種別割の税率) 

第 82 条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は、1 台について

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) (略) 

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ｱ 軽自動車 
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2輪のもの(側車付のものを含む。) 年

額 3,600円 

3輪のもの 年額 3,900円 

4輪以上のもの 

乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 

貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 

ｲ (略) 

(3) (略)  

(ｱ) 2 輪のもの(側車付のものを含む。) 

年額 3,600円 

(ｲ) 3輪のもの 年額 3,900円 

(ｳ) 4輪以上のもの 

① 乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 

② 貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 

ｲ (略) 

(3) (略) 

(軽自動車税の賦課期日及び納期) 

第 83 条 軽自動車税の賦課期日は、4 月 1

日とする。 

2 軽自動車税の納期は、5 月 17 日から 5月

31日までとする。 

(種別割の賦課期日及び納期) 

第 83条 種別割の賦課期日は、4月 1日とす

る。 

2 種別割の納期は、5月 17日から 5月 31

日までとする。 

(軽自動車税の徴収の方法) 

第 85 条 軽自動車税は、普通徴収の方法に

よって徴収する。 

(種別割の徴収の方法) 

第 85条 種別割は、普通徴収の方法によっ

て徴収する。 

(軽自動車税に関する申告又は報告) 

第 87 条 軽自動車税の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者(以下本節に

おいて「軽自動車等の所有者等」という。)

は、軽自動車等の所有者等となった日から

15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規

則第 33 号の 4 様式による申告書、原動機

付自転車及び小型特殊自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第 33 号の 5

様式による申告書並びにその者の住所を

証明すべき書類を市長に提出しなければ

ならない。 

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から 15日以内に、

(種別割に関する申告又は報告) 

第 87 条 種別割の納税義務者である軽自動

車等の所有者又は使用者(以下この節にお

いて「軽自動車等の所有者等」という。)

は、軽自動車等の所有者等となった日から

15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規

則第 33 号の 4 の 2 様式による申告書、原

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第 33 号

の 5様式による申告書並びにその者の住所

を証明すべき書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から 15日以内に、
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当該変更があった事項について軽自動車

及び二輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第 33 号の 4 様式に

よる申告書並びに原動機付自転車及び小

型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第 33 号の 5 様式による申告

書を市長に提出しなければならない。ただ

し、次項の規定により申告書を提出すべき

場合については、この限りでない。 

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から 30 日以内に、軽自動車及び二輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第 33 号の 4 様式による申告書並

びに原動機付自転車及び小型特殊自動車

の所有者又は使用者にあっては施行規則

第 34 号様式による申告書を市長に提出し

なければならない。 

4 第 80条第 2項に規定する軽自動車等の売

主は、市長から当該軽自動車等の買主の住

所又は居所が不明であることを理由とし

て請求があった場合には、当該請求のあっ

た日から 15 日以内に、次の各号に掲げる

事項を記載した報告書を市長に提出しな

ければならない。 

(1)～(6) (略) 

当該変更があった事項について軽自動車

及び二輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第 33 号の 4 の 2 様

式による申告書並びに原動機付自転車及

び小型特殊自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第 33 号の 5 様式による

申告書を市長に提出しなければならない。

ただし、次項の規定により申告書を提出す

べき場合については、この限りでない。 

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から 30 日以内に、軽自動車及び二輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第 33 号の 4 の 2 様式による申告

書並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第 34 号様式による申告書を市長に提

出しなければならない。 

4 第 81条第 1項に規定する軽自動車等の売

主は、市長から当該軽自動車等の買主の住

所又は居所が不明であることを理由とし

て請求があった場合には、当該請求のあっ

た日から 15 日以内に、次の各号に掲げる

事項を記載した報告書を市長に提出しな

ければならない。 

(1)～(6) (略) 

(軽自動車税に係る不申告等に関する過

料) 

第 88条 軽自動車等の所有者等又は第 80条

第 2項に規定する軽自動車等の売主が前条

の規定によって申告し、又は報告すべき事

項について、正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかった場合においては、その者

に対し、10万円以下の過料を科する。 

2～3 （略）  

(種別割に係る不申告等に関する過料) 

 

第 88条 軽自動車等の所有者等又は第 81条

第 1項に規定する軽自動車等の売主が前条

の規定によって申告し、又は報告すべき事

項について、正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかった場合においては、その者

に対し、10万円以下の過料を科する。 

2～3 （略） 

(軽自動車税の減免) (種別割の減免) 
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第 89 条 市長は、公益のため直接専用する

と認める軽自動車等に対しては、軽自動車

税を減免することができる。 

2 前項の規定によって軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、当該

軽自動車等について減免を受けようとす

る税額及び次の各号に掲げる事項を記載

した申請書に減免を必要とする事由を証

明する書類を添付し、これを市長に提出し

なければならない。 

(1)～(8) (略) 

3 第 1 項の規定によって軽自動車税の減免

を受けた者は、この事由が消滅した場合に

おいては、直ちにその旨を市長に申告しな

ければならない。 

第 89 条 市長は、公益のため直接専用する

軽自動車等のうち必要と認めるものに対

しては、種別割を減免する。 

2 前項の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、当該軽自

動車等について減免を受けようとする税

額及び次の各号に掲げる事項を記載した

申請書に減免を必要とする事由を証明す

る書類を添付し、これを市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(8) (略) 

3 第 1 項の規定によって種別割の減免を受

けた者は、この事由が消滅した場合におい

ては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

(身体障害者等に対する軽自動車税の減

免) 

第 90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動

車等に対しては、軽自動車税を減免するこ

とができる。 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以

下「身体障害者」という。)又は精神に障

害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害

者」という。)が所有する軽自動車等(身体

障害者で年齢 18 歳未満の者又は精神障害

者と生計を一にする者が所有する軽自動

車等を含む。)で当該身体障害者、当該身

体障害者若しくは精神障害者(以下「身体

障害者等」という。)のために当該身体障

害者等と生計を一にする者又は当該身体

障害者等(身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。)のために当該身体障害

者等(身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。)を常時介護する者が運転す

るもののうち市長が必要と認めるもの(1

台に限る。) 

(身体障害者等に対する種別割の減免) 

 

第 90 条 市長は、次の各号に掲げる軽自動

車等のうち必要と認めるものに対しては、

種別割を減免する。 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以

下「身体障害者」という。)又は精神に障

害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害

者」という。)が所有する軽自動車等(身体

障害者で年齢 18 歳未満の者又は精神障害

者と生計を一にする者が所有する軽自動

車等を含む。)で当該身体障害者、当該身

体障害者若しくは精神障害者(以下「身体

障害者等」という。)のために当該身体障

害者等と生計を一にする者又は当該身体

障害者等(身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。)のために当該身体障害

者等(身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。)を常時介護する者が運転す

るもの(1台に限る。) 
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(2) (略) 

2 前項第 1 号の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限までに

市長に対して、身体障害者福祉法第 15 条

の規定により交付された身体障害者手帳

(戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第

168 号)第 4 条の規定により戦傷病者手帳

の交付を受けている者で、身体障害者手帳

の交付を受けていない者にあっては、戦傷

病者手帳とする。以下この項において「身

体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣

が定めるところにより交付された療育手

帳(以下この項において「療育手帳」とい

う。)又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律(昭和 25年法律第 123 号)第 45

条の規定により交付された精神障害者保

健福祉手帳(以下本項において「精神障害

者保健福祉手帳」という。)及び道路交通

法(昭和 35年法律第 105号)第 92条の規定

により交付された身体障害者又は身体障

害者等と生計を一にする者若しくは身体

障害者等(身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。)を常時介護する者の運

転免許証(以下この項において「運転免許

証」という。)を提示するとともに、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添

付して提出しなければならない。 

 (1)～(6) (略) 

3 第 1 項第 2 号の規定によって軽自動車税

の減免を受けようとする者は、納期限まで

に市長に対して、当該軽自動車等の提示

(市長が、当該軽自動車等の提示に代わる

と認める書類の提出がある場合には、当該

書類の提出)をするとともに、第 89 条第 2

項各号に掲げる事項を記載した申請書を

(2) (略) 

2 前項第 1 号の規定によって種別割の減免

を受けようとする者は、納期限までに市長

に対して、身体障害者福祉法第 15 条の規

定により交付された身体障害者手帳(戦傷

病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)

第 4条の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者で、身体障害者手帳の交付を

受けていない者にあっては、戦傷病者手帳

とする。以下この項において「身体障害者

手帳」という。)、厚生労働大臣が定める

ところにより交付された療育手帳(以下こ

の項において「療育手帳」という。)又は

精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律(昭和 25年法律第 123号)第 45条の規定

により交付された精神障害者保健福祉手

帳(以下この項において「精神障害者保健

福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和

35年法律第 105号)第 92条の規定により交

付された身体障害者又は身体障害者等と

生計を一にする者若しくは身体障害者等

(身体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。)を常時介護する者の運転免許証

(以下この項において「運転免許証」とい

う。)を提示するとともに、次の各号に掲

げる事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付して提

出しなければならない。 

(1)～(6) (略) 

3 第 1 項第 2 号の規定によって種別割の減

免を受けようとする者は、納期限までに市

長に対して、当該軽自動車等の提示(市長

が、当該軽自動車等の提示に代わると認め

る書類の提出がある場合には、当該書類の

提出)をするとともに、前条第 2 項各号に

掲げる事項を記載した申請書を提出しな
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提出しなければならない。 

4 前条第 3 項の規定は、第 1 項の規定によ

って軽自動車税の減免を受けている者に

ついて準用する。 

ければならない。 

4 前条第 3項の規定は、第 1項の規定によ

って種別割の減免を受けている者につい

て準用する。 

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等) 

第 91条 (略) 

2 法第 443条第 1項若しくは第 80条の 2又

は第 80 条第 3 項ただし書の規定によって

軽自動車税を課することのできない原動

機付自転車又は小型特殊自動車の所有者

又は使用者は、その主たる定置場が市内に

所在することとなったときは、その事由が

発生した日から 15日以内に、市長に対し、

標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動

機付自転車又は小型特殊自動車の提示を

して、その車体に取り付けるべき標識の交

付を受けなければならない。軽自動車税を

課されるべき原動機付自転車又は小型特

殊自動車が法第 443条第1項若しくは第 80

条の 2 又は第 80 条第 3 項ただし書の規定

によって軽自動車税を課されないことと

なったときにおける当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車の所有者又は使用者

についても、また同様とする。 

3～6 (略) 

7 第 2 項の標識及び第 3 項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車の主たる定置場が市内に所

在しないこととなったとき、当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車を所有し、若し

くは使用しないこととなったとき、又は当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車に

対して軽自動車税が課されることとなっ

たときは、その事由が発生した日から 15

日以内に市長に対し、その標識及び証明書

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等) 

第 91条 (略) 

2 法第 445条若しくは第 81条の 2又は第 80

条第3項ただし書の規定によって種別割を

課することのできない原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、

その主たる定置場が市内に所在すること

となったときは、その事由が発生した日か

ら 15 日以内に、市長に対し、標識交付申

請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車の提示をして、その車

体に取り付けるべき標識の交付を受けな

ければならない。種別割を課されるべき原

動機付自転車又は小型特殊自動車が法第

445条若しくは第 81条の 2 又は第 80条第

3 項ただし書の規定によって種別割を課さ

れないこととなったときにおける当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の所有

者又は使用者についても、また同様とす

る。 

3～6 (略) 

7 第 2 項の標識及び第 3 項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車の主たる定置場が市内に所

在しないこととなったとき、当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車を所有し、若し

くは使用しないこととなったとき、又は当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車に

対して種別割が課されることとなったと

きは、その事由が発生した日から 15 日以

内に市長に対し、その標識及び証明書を返
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を返納しなければならない。 

8～9 (略) 

納しなければならない。 

8～9 (略) 

 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例) 

第 15 条の 2 軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収は、当分の間、第 1章第 2節の規定

にかかわらず、県が、自動車税の環境性能

割の賦課徴収の例により、行うものとす

る。 

 (軽自動車税の環境性能割の減免の特例) 

第 15条の 3 市長は、当分の間、第 81条の

8の規定にかかわらず、県知事が自動車税

の環境性能割を減免する自動車に相当す

るものとして市長が定める 3 輪以上の軽

自動車に対しては、軽自動車税の環境性能

割を減免する。 

 (軽自動車税の環境性能割の申告納付の特

例) 

第 15条の 4 第 81条の 6の規定による申告

納付については、当分の間、同条中「市長」

とあるのは、「県知事」とする。 

 (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱

費の交付) 

第 15 条の 5 市は、県が軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関する事務を行うた

めに要する費用を補償するため、法附則第

29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、

徴収取扱費として県に交付する。 

 (軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第 15 条の 6 営業用の 3 輪以上の軽自動車

に対する第 81 条の 4 の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる 

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 1号 100分の 1 100分の 0.5 
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第 2号 100分の 2 100分の 1 

第 3号 100分の 3 100分の 2 

2 自家用の 3 輪以上の軽自動車に対する第

81 条の 4（第 3 号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、同号中「100 分の

3」とあるのは、「100分の 2」とする。 

(軽自動車税の税率の特例) 

第 16 条 法附則第 30条第 1項に規定する 3

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第 60 条第 1 項後

段の規定による車両番号の指定(以下この

条において「初回車両番号指定」という。)

を受けた月から起算して 14 年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車

税に係る第 82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

2 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号に

掲げる 3 輪以上の軽自動車に対する第 82

条の規定の適用については、当該軽自動車

が平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月

31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、平成 29 年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第 2号ｱ 

 

 

3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

(軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第 16 条 法附則第 30条第 1項に規定する 3

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第 444条第 3項に規定する車両

番号の指定(以下この条において「初回車

両番号指定」という。)を受けた月から起

算して 14 年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割に係る

第 82 条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第 2号ｱ（ｲ） 3,900円 4,600円 

第 2号ｱ（ｳ）① 6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

第 2号ｱ（ｳ）② 3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 
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かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関する条例 新

旧対照表 

 

 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

3 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号に

掲げる 3 輪以上の軽自動車(ガソリンを内

燃機関の燃料として用いるものに限る。次

項において同じ。)に対する第 82条の規定

の適用については、当該軽自動車が平成

28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合

には、平成 29年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

4 法附則第 30条第 5項第 1号及び第 2号に

掲げる 3 輪以上の軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除く。)に対する第 82

条の規定の適用については、当該軽自動車

が平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月

31 日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、平成 29 年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第 2号ｱ 

 

 

 

 

3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
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改正前 改正後 

 (定義)  (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 太陽光発電設備 最大出力が10キロワ

ット以上の太陽光を電気に変換する設備

及びその附属設備であって、電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法(平成23年法律第108号)第

4条第1項の規定による契約を電気事業者

と締結しているものをいう。ただし、住宅

用太陽光発電設備又は屋根貸し太陽光発

電設備を除く。 

(1) 太陽光発電設備 最大出力が10キロワ

ット以上の太陽光を電気に変換する設備

及びその附属設備であって、電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法(平成23年法律第108号)第

16条第1項の規定による契約を電気事業者

と締結しているものをいう。ただし、住宅

用太陽光発電設備又は屋根貸し太陽光発

電設備を除く。 

(2) (略) (2) (略) 

    附 則 

  この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行

する。 

かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関

する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 (失効)  (失効) 

第 2条 第 2条 

この条例は、平成 31年 3月 31日限り、 

その効力を失う。 

 この条例は、平成 32 年 3 月 31 日限り、

その効力を失う。 

    附 則 

  この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行

する。 

かすみがうら市介護保険条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

 (保険料率)  (保険料率) 

第4条 平成27年度から平成29年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第1号被保険者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

第4条 平成27年度から平成29年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第1号被保険者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 
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(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

(6) 次のいずれかに該当する者 77,700円 (6) 次のいずれかに該当する者 77,700円 

ｲ 地方税法(昭和25年法律第226号)第29

2条第1項第13号に規定する合計所得金

額(以下「合計所得金額」という。)が1

20万円未満である者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

ｲ 地方税法(昭和25年法律第226号)第292

条第1項第13号に規定する合計所得金額

(以下「合計所得金額」という。)(租税

特別措置法第33条の4第1項若しくは第2

項、第34条第1項、第34条の2第1項、第3

4条の3第1項、第35条第1項、第35条の2

第1項又は第36条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から特別控除

額を控除して得た額とする。以下この項

において同じ。)が120万円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの 

ﾛ (略) ﾛ (略) 

(7)～(11) (略) (7)～(11) (略) 

2 (略) 2 (略) 

   附 則    附 則 

 (施行期日)  (施行期日) 

第1条 (略) 第1条 (略) 

 (改正法附則第3条第1項の条例で定める

日) 

 (改正法附則第3条第1項の条例で定める

日) 

第2条 (略) 第2条 (略) 

 (改正法附則第14条に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業等に関する経過措

置) 

 (改正法附則第14条に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業等に関する経過措

置) 

第3条 (略) 第3条 (略) 

  (平成 29年度における保険料率の特例) 

 第 4 条 平成 29 年度における保険料率は、

第 4条第 1項に規定にかかわらず、次の各

号に掲げる第 1号被保険者の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

 (1) 介護保険法施行令(平成 10 年政令第

412 号。以下「令」という。)第 20 条第 1

項第 1号に掲げる者 32,400円 

 (2) 令附則第 20条第 1項第 2号に掲げる者 
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  48,600円 

 (3) 令附則第 20条第 1項第 3号に掲げる者 

  48,600円 

 (4) 令附則第 20条第 1項第 4号に掲げる者 

  58,300円 

 (5) 令附則第 20条第 1項第 5号に掲げる者 

  64,800円 

 (6)次のいずれかに該当する者 77,700円 

 ｲ 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第

292 条第 1 項第 13 号に規定する合計所

得金額(以下「合計所得金額」とい

う。)(租税特別措置法(昭和 32年法律第

26 号)第 33 条の 4 第 1 項若しくは第 2

項、第 34 条第 1 項、第 34 条の 2 第 1

項、第 34 条の 3 第 1 項、第 35 条第 1

項、第 35条の 2第 1項又は第 36条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得

金額から令第 38 条第 4 項に規定する特

別控除額を控除して得た額とする。以下

この項において同じ。)が 120 万円未満

である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

 ﾛ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの(令附則第 20条第 1

項第 1 号イ((1)に係る部分を除く。)、

次号ロ、第 8 号ロ、第 9 号ロ又は第 10

号ロに該当する者を除く。) 

 (7) 次のいずれかに該当する者 84,200 

 円 

 ｲ 合計所得金額が 190 万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

 ﾛ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による
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額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの(令附則第 20条第 1

項第 1号ｲ((1)に係る部分を除く。)、次

号ロ、第 9 号ロ又は第 10 号ロに該当す

る者を除く。) 

 (8) 次のいずれかに該当する者 97,200 

 円 

 ｲ 合計所得金額が 290 万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

 ﾛ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの(令附則第 20条第 1

項第 1 号イ((1)に係る部分を除く。)、

次号ロ又は第 10 号ロに該当する者を除

く。) 

 (9) 次のいずれかに該当する者 110,100 

 円 

  ｲ 合計所得金額が 500 万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

 ﾛ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの(令附則第 20条第 1

項第 1 号イ((1)に係る部分を除く。)、

次号ロに該当する者を除く。) 

 (10) 次のいずれかに該当する者 116,600 

 円 

 ｲ 合計所得金額が 1,000 万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

 ﾛ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要とし
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ない状態となるもの令附則第 20 条第 1

項第 1 号イ((1)に係る部分を除く。)に

該当する者を除く。) 

 (11) 前各号のいずれにも該当しない者 

 136,000円 

 2 所得の少ない第1号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当

する者の平成29年度おける保険料率は、同

号の規定にかかわらず、29,160円とする。 

    附 則 

  (施行期日) 

 第 1 条 この条例は、平成 29 年 4 月 1 日か

ら施行する。ただし、第 4条の規定は平成

30年 4月 1日から施行する。 

  (経過措置) 

 第2条 この条例による改正後のかすみがう

ら市介護保険条例第4条の規定は、平成30

年度分以後の年度分の保険料について適

用し、平成29年度分までの保険料について

は、なお従前の例による。 

かすみがうら市企業立地促進条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

 (定義)  (定義) 

第 2条 (略) 第 2条 (略) 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 設備投資額 企業の立地に必要な土

地、家屋及び償却資産の取得に要する経費

の総額で規則で定める額をいう。 

(4) 設備投資額 企業の立地に必要な土地

及び償却資産の取得に要する経費の総額

で規則で定める額をいう。 

(5) (略) (5) (略) 

 (6) 敷地整備・インフラ整備額 企業の立

地に必要な土地の整備及び構築物の整備

に要する経費の総額で規則で定める額を

いう。 

(6) (略) (7) (略) 

(7) (略) (8) (略) 

 (助成措置)  (助成措置) 
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第 3条 (略) 第 3条 (略) 

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略) 

 (3) 敷地整備・インフラ整備助成金 

2及び 3 (略) 2及び 3 (略) 

 4 敷地整備・インフラ整備助成金は、指定

事業者による企業の立地に伴う整備に対

し交付する。 

 (助成金の額)  (助成金の額) 

第 4条  (略) 第 4条 (略) 

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略) 

 (3) 敷地整備・インフラ整備助成金 敷地

整備・インフラ整備事業費に 100 分の 25

を乗じて得た額とし、1 億円を限度とす

る。ただし、本社機能移転の場合は敷地整

備・インフラ整備事業費に 100 分の 50 を

乗じて得た額とし、2億円を限度とする。 

 (企業の指定要件)  (企業の指定要件) 

第 5条 指定を受けることができる者は、次

の各号に掲げる要件に該当する企業のう

ち、市長が適当と認めた者とする。 

第 5条 指定を受けることができる者は、第

1号又は第 2号のいずれかに該当し、かつ、

第 3号から第 7号までのすべての要件に該

当する企業のうち、市長が適当と認めた者

とする。 

(1) 新たに用地を取得し、若しくは借り受

けて事務所等を設置し、事業用の建物の全

部若しくは一部を取得し、若しくは借り受

けて事務所等を設置し、又は固定資産を増

設すること。 

(1) 新たに用地を取得し、又は用地を借り

受けて事務所等を新設し、増設し、又は借

り受けること。 

 (2) 企業が所有する土地に事務所等を増設 

すること。 

(2) (略) (3) (略) 

(3) 用地を取得し、若しくは借り受けた日、

事業用の建物の全部若しくは一部を取得

し、若しくは借り受けて事務所等を設置

し、又は固定資産を増設した日から、規則

で定める期間内に操業を開始すること。 

(4) 第 1 号に規定する者にあっては用地の

取得又は借受けにかかる契約を締結した

日から、第 2号に規定する者にあっては当

該増設にかかる工事等の契約を締結した

日、又は増設にかかる敷地整備・インフラ

整備工事の契約を締結した日から規則で
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定める期間内に操業を開始すること。 

(4) 新規雇用従業員の数が 10 人(中小企業

者にあっては、5人)以上であること。 

(5) 新規雇用従業員の数が 5 人(中小企業

者にあっては、3人)以上であること。 

(5) (略) (6) (略) 

(6) (略) (7) (略) 

   附 則    附 則 

 (施行期日)  (施行期日) 

1 (略) 1 (略) 

 (条例の失効)  (条例の失効) 

2 この条例は、平成 31 年 3 月 31 日限りそ

の効力を失う。ただし、その日までに第 6

条の規定による申請を行ったものについ

ては、なおその効力を有する。 

2 この条例は、平成 32 年 3 月 31 日限りそ

の効力を失う。ただし、その日までに第 6

条の規定による申請を行ったものについ

ては、なおその効力を有する。 

    附 則 

  この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行

する。 
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1． 議案第２５号 かすみがうら市監査委員の選任について 

（ 小 松 﨑  誠 ） …………･   1 

   

   

   

   

 

  



 

 議案第２５号 

 

   かすみがうら市監査委員の選任について 

 

 かすみがうら市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

   平成２９年３月２２日提出 

 

                 かすみがうら市長  坪 井  透   

 

 １ 住  所  かすみがうら市大和田  

 ２ 氏  名  小 松 﨑  誠 

 ３ 生年月日    
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１．諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について ････････  1 

         （ 鈴 木 伊 津 子 ） 

２．諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について ････････  2 

         （ 宮 本 君 代 ） 



 

 

 諮問第 1号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭

和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

   平成２９年３月２２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

 １ 住  所  かすみがうら市下土田  

 ２ 氏  名  鈴 木 伊 津 子 

 ３ 生年月日   

  

1



 

 

 諮問第２号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭

和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

   平成２９年３月２２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

 １ 住  所  かすみがうら市牛渡  

 ２ 氏  名  宮 本 君 代 

 ３ 生年月日   
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